
 2023年度自己点検・評価シート
（文学部）

基準1（文学部)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）学部においては、学部、学科
又は課程ごとに、研究科において
は、研究科又は専攻ごとに設定す
る人材育成その他の教育研究上の
目的が適切に設定されているか。

Ａ

文学部では、教育研究目的（人材養成目
的）を「人文科学の領域に関する高度の
教育研究を行い、多様化する社会で他者
と共生し、主体的に表現できる豊かな素
養を身に付けた人材を養成する。」と定
め、大学学則第2条の2（1）に明示して
いる。
また、文学部の教育研究目的に基づき、
英語英米文学科、日本語日本文学科、コ
ミュニケーション学科における人材養成
目的も定めている。

（2）大学の理念・目的と学部・研
究科の目的の連関性は適切か。 Ａ

建学の精神及び教育理念のもと定められ
た学則において、本学の使命、目的を掲
げ、学部としての教育研究目的を定めて
いることから、大学の理念・目的と学部
の目的は適切に連関している。

（1）学部においては、学部、学科
又は課程ごとに、研究科において
は、研究科又は専攻ごとに設定す
る人材育成その他の教育研究上の
目的を適切に明示しているか。

Ａ

文学部の教育研究目的（人材養成目的）
は、大学学則第2条の2（1）に明示して
いる。また、文学部の教育研究目的に基
づき定めた各学科の人材養成目的につい
ては、「三つの方針」とともに一括して
明示している。

（2）教職員、学生、社会に対して
刊行物、ウェブサイト等により大
学の理念・目的、学部・研究科の
目的等を周知・公表しているか。

Ａ

文学部の教育研究目的（人材養成目的）
及び各学科の人材養成目的は『学生要
覧』に掲載し、学生、教職員に周知して
いる。
大学公式サイトにも、文学部の教育研究
目的（人材養成目的）及び各学科の人材
養成目的を掲載し、社会への周知を図っ
ている。
受験生に対しては、『入学案内』に掲載
するとともに、オープンキャンパス重ね
て周知を図り、理念・目的の理解向上に
努めている。

【大学公式サイト】
https://www.ferris.ac.jp/academics/p
urpose/

103

大学の理念・目的、各学
部・研究科における目的等
を実現していくため、大学
として将来を見据えた中・
長期の計画その他の諸施策
を設定しているか。

Ａ
（1）将来を見据えた中・長期の計
画その他諸施策は設定されている
か。

Ａ

中期計画「21-25 PLAN」において、文学
部・人文科学研究科の事業を策定し、各
学科、研究科の将来計画を実現するため
の教学改革プロジェクトに取り組んだ。

・中・長期の計画その他の諸施策は、ど
のような内容か。
・上記の計画、施策等は、組織、財政等
の資源の裏付けを伴うなど、理念・目的
の達成に向けて、具体的かつ実現可能な
内容になっているか。

■中・長期計画、アクションプラン、具
体的施策等
・フェリス女学院中期計画2021-2025
（2020年度版）
・フェリス女学院中期計画2021-2025
（2021年度版）
・大学公式サイト　大学グランドデザイ
ン『Ferris Univ. 2030』

■寄附行為又は定款
・学校法人フェリス女学院寄附行為

■学則、大学院学則又は教育研究上の目
的を規定したその他の規程
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則

■大学、学部・研究科を紹介するパンフ
レット
・大学案内
・大学院案内

■大学及び学部・研究科の理念・目的を
公表しているウェブサイト
・大学公式サイト　人材養成目的及び三
つの方針（学部全体）

大学基準1　理念・目的

大学は、自ら掲げる理念に基づき、人材育成の目的その他の教育研究上の目的を適切に設定し公表するとともに、それを実現するために将来を見据えた中・長期の計画そのたの諸施策を
明確にしなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

101

大学の理念・目的を適切に
設定しているか。また、そ
れを踏まえ、学部・研究科
の目的を適切に設定してい
るか。

Ａ

・大学として掲げる理念は、どのような
内容か。
・教育研究活動等の諸活動を方向付ける
大学としての目的及び学部・研究科にお
ける教育研究上の目的は、どのような内
容か。
・上記の学部・研究科の目的は、大学の
理念・目的と連関しているか。
・上記の大学及び学部・研究科の目的
は、高等教育機関としてふさわしいもの
であり、かつ個性や特徴が示されている
か。

102

大学の理念・目的及び学
部・研究科等の目的を学則
又はこれに準ずる規則等に
適切に明示し、教職員及び
学生に周知し、社会に対し
て公表しているか。

Ａ

・理念・目的は、学則又はこれに準ずる
規則等に定められているか。
・理念・目的は、どのような方法によっ
て教職員及び学生に周知され、また、社
会に対して公表されているか。
・上記の周知・公表において、媒体や表
現の工夫等により、情報の得やすさや理
解しやすさに配慮されているか

１ 大学の理念・目的の公表
・大学の理念・目的を刊行物、ホーム
ページ等のいずれの方法によっても公表
していない場合は、是正勧告として指摘
する。

２ 学部・研究科等における教育研究上
の目的の学則等への規定及び公表
・教育研究上の目的を設定していない場
合は、是正勧告として指摘する。
・教育研究上の目的を設定しているが、
これを学則等に規定していない場合は、
改善課題として指摘する。
・研究科において、修士課程・博士課
程・専門職学位課程で教育研究上の目的
を同一としている場合、それらはそれぞ
れ別のほうがより望ましいため、概評に
おいて上記課程ごとの目的の設定が望ま
れる旨を記述する。
・教育研究上の目的を刊行物、ホーム
ページ等のいずれの方法によっても公表
していない場合は、是正勧告として指摘
する。



 2023年度自己点検・評価シート
（文学部）

基準3（文学部)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）大学の理念・目的と学部（学科ま
たは課程）構成及び研究科（研究科ま
たは専攻）構成は適合しているか。

Ａ

文学部は、本学の目的及び使命に基づ
き、「人文科学の領域に関する高度の
教育研究を行い、多様化する社会で他
者と共生し、主体的に表現できる豊か
な素養を身に付けた人材を養成する」
ことを教育研究目的（人材養成目的）
として定め、これを実現するため、英
語英米文学科、日本語日本文学科、コ
ミュニケーション学科の3学科を設置し
ている。

■附置研究所、センターその他の組織
等の設置趣旨や活動内容が分かる資料
・全学教養教育機構（CLA)規程
・キリスト教研究所規程
・附属図書館規程
・教職センター規程
・情報センター規程
・学生支援センター規程
・国際センター規程
・言語センター規程
・宗教センター規程
・ボランティアセンター規程
・ジェンダースタディーズセンター規
程
・学修サポートセンター規程

（2）大学の理念・目的と附置研究所、
センター等の組織は適合しているか。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表1）組織・設備等
（教育研究組織）

（3）教職課程等を置く場合における全
学的な実施組織の適切性

（4）教育研究組織は学問の動向、社会
的要請、大学を取り巻く国際的環境等
に適切に配慮しているか。

Ａ

中期計画「21-25 PLAN」において、文
学部の将来計画、人材養成目的を実現
するための教学改革に取り組んでい
る。中期計画は毎年、事業の経過とそ
の成果を検証する機会を設けており、
その作業をとおして、学問の動向、社
会的要請、大学を取りまく環境等の観
点から、各学科のカリキュラム・組織
体制について確認している。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

教員・教員組織の適切性について、文
学部では、2024年度第2回文学部主任等
会議（2024年5月29日開催）及び2024年
度第3回文学部教授会（2024年6月5日開
催）において、点検・評価項目に従っ
て、「2023年度自己点検・評価シート
（大学基準6）」の記載内容をもとに点
検・評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

大学基準3　教育研究組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、教育研究組織を適切に整備しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

301

大学の理念・目的に照らし
て、学部・研究科、附置研究
所、センターその他の組織の
設置状況は適切であるか。

Ａ

・大学の理念・目的を踏まえ、また、
学問の動向や社会的要請等に配慮した
うえで、教育研究組織（学部・研究科
や附置研究所、センター等）はどのよ
うに構成されているか。

≪参考≫
■学部・研究科構成、附置研究所等の
役割等の適切性を検証したことを示す
各種委員会、全学内部質保証推進組織
等に関する資料、改善・向上に向けて
取り組んだことが分かる資料などが考
えられます。
・自己点検・評価シート

302

教育研究組織の適切性につい
て定期的に点検・評価を行っ
ているか。また、その結果を
もとに改善・向上に向けた取
り組みを行っているか。

Ａ

・教育研究組織の構成に関する自己点
検・評価は、どのように行われている
か（基準、体制、方法、プロセス
等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づ
き、教育研究組織の改善・向上に向け
た取り組みは、どのように行われてい
るか（組織の設置・改編、センターに
おける新規事業の導入等）。



 2023年度自己点検・評価シート
（文学部）

基準４（文学部）

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

401
授与する学位ごとに、学位授与
方針を定め、公表しているか。 Ａ

（1）課程修了にあたって、学生が修得
することが求められる知識・技能・態度
等、当該学位にふさわしい学習成果を明
示した学位授与方針を適切に設定し（授
与する学位ごと）公表しているか。

Ａ
■学生要覧、大学公式webサイトに各学
科のディプロマ・ポリシーとして明記し
ている。【学生要覧、大学公式webサイ
ト】

・学位授与方針は、原則として、授与す
る学位ごとに設定されているか。
・上記の方針は、修得すべき知識、技
能、態度等の学習成果が明確に示され、
授与する学位にふさわしい内容となって
いるか。
・上記の方針は、どのような方法によっ
て公表されているか。
・上記の方針の公表において、媒体や表
現の工夫等により、情報の得やすさや理
解しやすさに配慮されているか。

７ 学位授与方針及び教育課程の編成・
実施方針の公表
・ 学位授与方針及び教育課程の編成・
実施方針を設定していない場合は、是正
勧告として指摘する。
※ 学位授与方針及び教育課程の編成・
実施方針は、原則として授与する学位ご
と（分野と学位課程種）に設定すること
が求められる。
※ ただし、学位授与方針及び教育課程
の編成・実施方針の設定が、学部・学
科、研究科・専攻ごとなどであっても、
内容が当該学部・学科、研究科・専攻等
が授与する学位に即したものであれば、
ただちに提言の対象とはしない。

・ 学位授与方針に、修得すべき知識、
技能、能力など当該学位にふさわしい学
習成果を示していない場合は、改善課題
として指摘する。
※ 学位授与方針に、卒業要件、修了要
件が含まれていない場合であっても、別
途示していれば問題としない（概評にも
記述しない）。
※ 学位授与方針、教育課程の編成・実
施方針及び学生の受け入れ方針が、内容
において一貫していないと判断される場
合は、基準２の概評で指摘する（問題の
程度によっては、改善課題 又は是正勧
告を付すことも可）。

■学位授与方針を公表しているウェブサ
イト
・大学公式サイト　人材養成目的及び三
つの方針（学部全体）
・大学公式サイト　英語英米文学科の人
材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　日本語日本文学科の
人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　コミュニケーション
学科の人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　音楽芸術学科の人材
養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　演奏学科の人材養成
目的及び三つの方針
・大学公式サイト　国際交流学科の人材
養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　英語英米文学専攻の
人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　日本語日本文学専攻
の人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　コミュニケーション
学専攻の人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　音楽芸術専攻の人材
養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　演奏専攻の人材養成
目的及び三つの方針
・大学公式サイト　国際交流専攻の人材
養成目的及び三つの方針

（1）下記内容を備えた教育課程の編
成・実施方針を設定し公表しているか。
（授与する学位ごと）
・教育課程の体系、教育内容
・教育課程を構成する授業科目区分、授
業形態等

Ａ

■学生要覧、大学公式webサイトに各学
科のカリキュラム・ポリシーとして明記
している。【学生要覧、大学公式webサ
イト】

・ 教育課程の編成・実施方針に、教育
課程の編成に関する基本的な考え方又は
実施に関する基本的な考え方のうち、い
ずれか一方が示されていない場合は、改
善課題として指摘する。
・ 学位授与方針及び教育課程の編成・
実施方針を刊行物、ホームページ等のい
ずれの方法によっても公表していない場
合は、是正勧告として指摘する。

■教育課程の編成・実施方針を公表して
いる・大学公式サイト
※401の根拠資料「学位授与方針」と同
じページ

（2）教育課程の編成・実施方針と学位
授与方針とは適切な連関性があるか。 Ａ

■カリキュラム・マップ及びシラバスに
おける各科目の到達目標という形で連関
性を持たせている。【学生要覧、シラバ
ス】

大学基準4　教育課程・学習成果

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を定め、公表しなければならない。また、教育課程の編成・実施方針に則して、十分な教育上の
成果を上げるための教育内容を備えた体系的な教育課程を編成するとともに、効果的な教育を行うための様々な措置を講じ、学位授与を適切に行わなければならない。さらに、学位授与方針に
示した学習成果の修得状況を把握し評価しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

402
授与する学位ごとに、教育課程
の編成・実施方針を定め、公表
しているか。

Ａ

・教育課程の編成・実施方針は、原則と
して、授与する学位ごとに設定されてい
るか。
・上記の方針は、教育課程の体系、教育
内容、教育課程を構成する授業科目区
分、授業形態など、教育についての基本
的な考え方が明確に示されているか。
・上記の方針は、学位授与方針に整合し
ているか。
・上記の方針は、どのような方法によっ
て公表されているか。
・上記の方針の公表において、媒体や表
現の工夫等により、情報の得やすさや理
解しやすさに配慮されているか。



基準４（文学部）

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

403

教育課程の編成・実施方針に基
づき、各学位課程にふさわしい
授業科目を開設し、教育課程を
体系的に編成しているか。

Ａ

（1）各学部・研究科において適切に教
育課程を編成するための措置を講じてい
るか。
・教育課程の編成・実施方針と教育課程
の整合性
・教育課程の編成にあたっての順次性・
体系性への配慮
・授業期間の適切な設定
・単位制度の趣旨に沿った単位の設定
・個々の授業科目の内容・方法
・授業科目の位置づけ（必修、選択等）
 ・各学位課程にふさわしい教育内容の
設定
 ・初年次教育、高大接続への配慮
（【学士】【学専】）
 ・教養教育と専門教育の適切な配置
（【学士】）
 ・コースワークとリサーチワークを適
切に組み合わせた教育への配慮等（【修
士】【博士】）

Ａ

■カリキュラム・ポリシーに基づき、毎
年度科目の改廃を実施している。
■科目の改廃にあたっては科目設置の目
的、内容・授業方法の概要、科目区分、
単位数、履修年次、ナンバリングを明記
した資料により大学教務委員会で審議す
る。【大学教務委員会資料】
■一年間の授業期間における定期試験等
の方法の多様化等から大学設置基準が改
正されたため、それに沿って、次年度に
向けて大学学則を改正した。【大学学
則】
■各学科で導入教育科目（「R&R（入門
ゼミ）」）を設け初年次教育、高大接続
を行っている。
【開講科目表、学生要覧】

・全学的に見て、学部・研究科の教育課
程は、どのように編成されているか。
※ その根拠として、下記の実際の状況
も確認する。
‧ 教育課程の編成・実施方針と教育課程
の整合性
‧ 当該学部・研究科の教育研究上の目的
や課程修了時の学習成果と、各授業科目
との関係の明確性
‧ 専門分野の学問の体系を考慮した教育
課程編成
‧ 学習の順次性に配慮した各授業科目の
年次・学期配当

・各学部・研究科における教育課程の編
成について、全学内部質保証推進組織等
の全学的な組織はどのように運営・支援
し、その適切性を担保しているか。

■履修要項、シラバス
※

・学生要覧
・大学院要覧
・シラバス検索画面

≪参考≫
■教育課程の体系性を示す資料として
は、カリキュラム・マップ、学協会等が
定めるモデルカリキュラムとの関係性を

示した資料などが考えられます。
※

≪参考≫
■当該学位課程に相応しい内容であるこ
とを示す資料としては、学外者による評
価結果など、教育課程の適切性を第三者

的に示す資料などが考えられます。
※

403 （つづき） Ａ
（2）学生の社会的及び職業的自立を図
るために必要な能力を育成する教育を適
切に実施しているか。

Ａ

■各学科専門科目の大部分が他学科学生
履修可能となっており、学生は幅広く教
養、技能を修得することが可能となって
いる。【学生要覧】
■全学教養教育機構のCLAコア科目では
社会と仕事を学ぶ「キャリア形成の理解
１，２」「キャリア系の知識を深める
１，２，３」「社会人基礎力の取得と実
践１，２」「キャリア実習（短期イン
ターンシップ、長期インターンシップ」
を開講しいている。【学生要覧、開講科
目表】

・全学的に見て、学生の学習を活性化
し、効果的に教育を行うための措置とし
て、どのような方法が取られているか。
※ その根拠として、下記の実際の状況
も確認する。
‧ 教育課程の編成・実施方針と教育方法
の整合性
‧ 当該学部・研究科の教育研究上の目的
や課程修了時に求める学習成果に応じた
授業形態、授業方法の採用とその実施
‧ 1授業当たりの適切な学生数の設定と
運用
‧ シラバスの作成と活用
‧ 履修指導
‧ 単位の実質化（単位制度の趣旨に沿っ
た学習時間、学習内容の確保）を図る措
置

・各学部・研究科における教育方法の導
入、教育の実施について、全学内部質保
証推進組織等の全学的な組織は、どのよ
うに運営・支援し、その適切性を担保し
ているか。

８ 履修登録単位数の上限設定（学士課程）
・ 単位の実質化を図る措置が不十分な場合
は、改善課題として指摘する（すべての学位
課程）。
※ 単位の実質化を図る措置としては、教育
課程上の配慮、成績評価の厳格性の確保、授
業時間外に必要な学習の促進等の取り組みの
ほか、学士課程に関しては履修登録単位の上
限設定（年間50 単位未満で設定しているこ
とを目安とする）が該当する。
※ 履修登録単位の上限を設定していても、
一部の科目を対象外としており、これらを含
めると実態として上記の目安を超えて履修し
ている学生が相当数いる場合は、単位の実質
化を図るその他の措置が十分かを確認したう
えで、問題があれば改善課題として指摘す
る。
※ 卒業予定年次の学生等を対象に履修登録
単位数の上限を設けない、あるいは設けても
弾力的措置をとっている場合もありうるが、
これらについても例外とせずに、単位の実質
化を図る措置を十分に見極めたうえで、問題
があれば、改善課題として指摘する。

※ 単位の実質化を図る措置のうち履修登録
単位の上限設定は主要なものと考えられる
が、その実施を一律には求めない。
※ 以下の場合は、これに該当する学生数が
適正な範囲であるかなど、制度の運用実態に
十分な注意を払う必要がある。
① 大学設置基準第27 条の２第２項又は専門
職大学設置基準第23条第2項の規定に基づ
き、成績優秀者に対して履修登録単位数の上
限を緩和又は適用外としている場合。
② その他学内の規定に基づき学部長や学科
長等による許可のもと履修登録単位数の上限
を緩和又は適用外としている場合。
※ 履修登録単位数の上限設定については、
編入学生に対する場合も同様とする。

９ １学期の授業期間と単位計算
・ 授業期間が必ずしも15 週である必要はな
い。ただし、授業における学生の学習時間が
十分に確保されていない場合は、改善課題と
して指摘する。
・ 単位計算が不適切である場合は、是正勧
告として指摘する。

■授業期間、単位計算及び履修登録単位
の上限を定めた学則等の資料
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則
・学生要覧
・大学院要覧

■履修要項、シラバス※
・学生要覧
・大学院要覧
・シラバス検索画面

＜修士課程、博士課程＞
■研究指導の内容・方法、年間スケ

ジュールを示した資料
※

・大学院要覧

≪参考≫
■学生の学習の活性化を図る取り組みを
示す資料として、学生の能動的参加を促
す授業方法、学習支援ツールや履修指導
等のガイダンス資料などが考えられま
す。また、その効果を示す資料として、
授業時間外における学習時間の状況に関

する資料などが考えられます。
※

・大学公式サイト「シラバス」
https://www.ferris.ac.jp/departments
/syllabus/
・学修行動調査結果
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学生の学習を活性化し、効果的
に教育を行うための様々な措置
を講じているか。

Ａ

（1）各学部・研究科において授業内外
の学生の学習を活性化し、効果的に教育
を行うための措置を講じているか。
・各学位課程の特性に応じた単位の実質
化を図るための措置（１年間又は学期ご
との登録単位数の上限設定等）
・シラバスの内容（授業の目的、到達目
標、学習成果の指標、授業内容・方法、
授業計画、授業準備のための指示、成績
評価方法・基準等の明示）及び実施（授
業内容とシラバスとの整合性の確保等）
・授業の内容、方法等を変更する場合に
おける適切なシラバス改訂と学生への周
知
・学生の主体的参加を促す授業形態、授
業内容及び授業方法（教員・学生間や学
生同士のコミュニケーション機会の確
保、グループ活動の活用等）
・学習の進捗と学生の理解度の確認
・授業の履修に関する指導、その他効果
的な学習のための指導
・授業外学習に資する適切なフィード
バックや、量的・質的に適当な学習課題
の提示
＜学士課程＞
・授業形態に配慮した１授業あたりの学
生数
＜学士課程＞
・適切な履修指導の実施
＜修士課程・博士課程＞
・研究指導計画（研究指導の内容・方
法、年間スケジュール）の明示とそれに
基づく研究指導の実施

Ａ

■1学期の登録単位数の上限を24単位と
するCAP制度を設けている。【学生要
覧】
■授業及び授業外に必要な学生の学習を
活性化するため、シラバスにおいて参考
資料の提示、授業外学修の指示を行って
いる。
■シラバスは各科目担当部署において確
認をし、カリキュラムとの整合性を担保
している。【「2023年度開講科目のシラ
バス点検について（依頼）」（2023年2
月13日発信）
■教員向けの「シラバス（授業計画）作
成要領」において、原則としてシラバス
公開後の変更はできないこととしてい
る。学生には履修登録をする前に、必ず
シラバスを確認するように周知してい
る。シラバスにはフィードバックの方法
を記入することとして、教員・学生間の
コミュニケーション機会を確保してい
る。また、最終的に目的・目標が達成で
きるよう進捗状況や理解度、授業期間中
の授業アンケート等を確認しながら授業
計画や方法等を適宜見直すことが重要で
ある旨周知している。なお、授業外学習
を促す手がかりとするため、シラバスに
おける「テキスト」もしくは「参考資
料」のいずれか一方は必ず記載すること
としており、履修者の自発的な取り組み
のために必ず具体的な資料名を指示する
こととしている。
■履修登録前～履修登録期間中に各科目
責任者による履修相談及びアカデミッ
ク・アドバイザーによる面談の機会があ
り、履修や学習のための指導の機会を担
保している。
■演習、実習、ワークショップ等の授業
形態では学科選抜、初回授業時選抜、要
手続、履修者選抜といった手段で適切な
履修数としている【開講科目表】
■講義科目においても履修者数が200名
を超えた科目は、教育効果の観点から次
年度において120名に制限している。
【開講科目表、大学教務委員会資料】



基準４（文学部）

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）成績評価及び単位認定を適切に行
うための措置を講じているか。
・単位制度の趣旨に基づく単位認定・既
修得単位の適切な認定
・成績評価の客観性・厳格性を担保する
ための措置
・卒業・修了要件の明示

Ａ

■編入学者の既修得単位については、2
年次編入については30単位以上、3年次
編入については62単位以上を編入学前大
学で修得していることを編入学の条件と
し、編入学時には成績証明書で確認のう
え、前者については30単位、後者につい
ては62単位を認定している。いずれの場
合においても本学の建学の精神を具現化
したキリスト教科目区分としては認定せ
ず、本学における修得を課している。
【大学学則、学生要覧】
■編入学者以外の者についての既修得単
位については、自由選択科目区分とし
て、他の単位認定と合わせて60単位まで
を認定可としている。【大学学則、学生
要覧】
■大学が非常時と判断するコロナ禍の遠
隔授業対応が終了することに伴い、2023
年度より大学学則において遠隔授業の実
施要件を定め、遠隔授業により修得した
単位は、60単位を上限に卒業に必要な単
位として算入することをとした。【大学
学則】
■成績評価基準は学生要覧に定め、各科
目での具体的成績評価については、シラ
バスの「到達目標」「成績評価基準」
「成績評価方法」に明記している。【学
生要覧、シラバス】
■また学士課程においては成績評価のガ
イドラインを定め、S,A評価の上限を50%
までとしている【学生要覧】
■卒業・修了要件は、学生要覧に明記し
ている。【学生要覧】

・全学的に見て、学部・研究科における
成績評価、単位認定及び学位授与は、ど
のように行われているか。
※ その根拠として、下記の実際の状況
も確認する。
‧ 厳正かつ適正な成績評価及び単位認定
の実施
‧ 既修得単位等の適切な認定
‧ 学位授与における実施手続及び体制の
明確性

・各学部・研究科における成績評価、単
位認定及び学位授与について、全学内部
質保証推進組織等の全学的な組織はどの
ように運営・支援し、その適切性を担保
しているか。

10 卒業・修了要件の設定及び明示
・ 卒業・修了の要件を明確にし、刊行
物、ホームページ等のいずれの方法に
よっても、あらかじめ学生に明示してい
ない場合は、是正勧告として指摘する。
・ 既修得単位として認定する単位数の
上限が、設置基準で認められている数を
超えている場合は、是正勧告として指摘
する。

■卒業・修了の基準、判定方法、体制等
を明らかにした規程類
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則
・学位規則
・学生要覧
・大学院要覧

■履修要項など成績評価方法、基準をあ

らかじめ学生が理解するための資料
※

・学生要覧
・大学院要覧

■履修要項など卒業要件、修了要件をあ

らかじめ学生が理解するための資料
※

・学生要覧
・大学院要覧

≪参考≫
■成績評価の適正な実施を示す資料とし
て、成績評価基準に関する教員間の申し
合わせやその運用事実が分かる資料など

が考えられます。
※

＜修士課程、博士課程＞
■学位論文審査基準を学生に示している

資料
※

・大学院要覧

（2）学位授与を適切に行うための措置
を講じているか。
・学位論文審査がある場合、学位論文審
査基準の明示
・学位審査及び修了認定の客観性・厳格
性を確保するための措置
・学位授与に係る責任体制及び手続の明
示
・適切な学位授与

11 研究指導計画及び学位論文審査基準
の明示（修士・博士課程）
・ 各研究科の学位課程ごとに、研究指
導の方法やスケジュールをあらかじめ定
めていない場合は、是正勧告として指摘
する。
・ 上記の内容を刊行物、ホームページ
等のいずれの方法によっても、あらかじ
め学生に明示していない場合は、改善課
題として指摘する。
・ 各研究科の学位課程ごとに、学位論
文や特定の課題についての研究の成果の
審査基準をを 刊行物、ホームページ等
のいずれの方法によっても 公表してい
ない場合は、是正勧告として指摘する。
・審査基準を公表していても文書等 に
よってあらかじめ学生に明示していない
場合は、改善課題として指摘する。
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成績評価、単位認定及び学位授
与を適切に行っているか。 Ａ



基準４（文学部）

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）各学位課程の分野の特性に応じた
学習成果を測定するための指標を適切に
設定しているか。（特に専門的な職業と
の関連性が強いものにあっては、当該職
業を担うのに必要な能力の修得状況を適
切に把握できるもの。）

Ａ
■学士課程を通じた統合的な科目として
卒業論文等を必修として課し、課程を通
じた成果を測定している。

（2）学位授与方針に明示した学生の学
習成果を把握・評価するための方法を開
発しているか。
≪学習成果の測定方法例≫
・アセスメント・テスト
・ルーブリックを活用した測定
・学習成果の測定を目的とした学生調査
・卒業生、就職先への意見聴取

Ａ

■成績、GPAによって学修成果を把握し
ている。
■成績以外の手段として２,４年次生を
対象とした学修行動調査を毎年度実施し
ている。
■１,３年次生に対しては、2023年度か
ら外部アセスメントテスト（GPS-
Academic）を導入した。学生の学習成果
を客観的に把握するとともに、他大学と
の比較も行い本学の強み、弱みを把握し
ている。
■すべての学科において、1年次ゼミ
（日本語日本文学科においては1年次対
象「基礎論文演習」も含む）、卒業論文
／卒業制作においてルーブリックを導入
しており、教員によって多少のばらつき
はあるが、活用し学習成果を測定してい
る。ただし、学位授与方針に示した学習
成果の測定が不十分であることから、外
部アセスメント・テストをディプロマサ
プリメントとして活用するため、卒業年
次生への実施についても検討することを
確認した。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。
・学習成果の測定結果の適切な活用＜
2020年3月追加項目＞

Ａ

所管部門からの検証資料を受け、文学部
としては、2024年度第2回文学部主任等
会議（2024年5月29日開催）及び2024年
度第3回文学部教授会（2024年6月5日開
催）において、「2023年度自己点検・評
価シート（大学基準4）」の記載内容を
もとに教育課程及びその内容、方法の適
切性について点検・評価を行った。

・教育課程及びその内容、方法の自己点
検・評価は、どのように行われているか
（基準、体制、方法、プロセス等）。

（2）学習成果の測定結果を適切に活用
しているか。 Ａ

■特定科目の修得状況、GPA等の学修成
果をを用いて３，４年次必修ゼミ科目ク
ラス選抜に活用している。【各学科ゼミ
募集資料】
■特に英語科目においてはプレイスメン
ト・テストの結果によりレベル別のクラ
ス分けをおこなっている。【英語教育運
営委員会資料】
■学修行動調査の結果を各科目所管部署
でのカリキュラム改革の検討材料として
利用している。【大学FD委員会資料】

（3）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

■教員は授業アンケートの結果を確認
し、各担当授業の改善、学生への応答を
各授業内で行うとともに、これを授業改
善計画という形で学内に公表している。
【大学FD委員会資料】

≪参考≫
■卒業生調査の調査票やルーブリックな
ど、学習成果の把握に用いている資料、
その運用が分かる資料などが考えられま

す。
※

・学修行動調査結果
・授業アンケート結果
・卒業生アンケート結果

≪参考≫
■学習成果を把握し評価する学内組織に
関する資料など、学習成果の把握・評価
にあたる体制が分かる資料などが考えら

れます。
※

・大学FD委員会記録
・大学教務委員会記録

406
学位授与方針に明示した学生の
学習成果を適切に把握及び評価
しているか。

Ａ

・全学的に見て、学位授与方針に示した
学生の学習成果は、どのような方法で測
定されているか。
※ その根拠として、下記の実際の状況
も確認する。
‧ 専門分野の性質、学生に求める学習成
果の内容に応じた把握・評価の方法や指
標の導入と運用
‧ 当該職業を担うのに必要な能力の修得
状況の把握（特に専門的な職業との関連
性が強い教育課程の場合）
・学習成果を測定するにあたり、全学内
部質保証推進組織等の全学的な組織は、
どのように運営・支援しているか。

●【基準４】学位授与方針に定めた学習
成果の測定
・ 学習成果の測定方法が決まっておら
ず、検討もしていない場合は、是正勧告
として指摘する。
・ 検討は始まっているが、まだ学習成
果の測定方法は決められていない、又
は、学位授与方針に示した学習成果と測
定方法の関係性が不明瞭で、多角的かつ
適切に学習成果を測定しているとは言え
ない場合は、改善課題として指摘する。
※ 測定方法の検討がある程度進んでお
り、近い将来成果を測定できることが見
込める場合は、提言を付さず概評でその
実行を促す。

407

教育課程及びその内容、方法の
適切性について定期的に点検・
評価を行っているか。また、そ
の結果をもとに改善・向上に向
けた取り組みを行っているか。

Ａ

≪参考≫
■学習実態の把握とそれに基づく改善・
向上の取り組みを示す資料や、教授会や
教育の運用にあたる各種委員会、全学内
部質保証推進組織等の活動が分かる資料

などが考えられます。
※

・大学FD委員会記録
・大学教務委員会記録
・全学教養教育機構会議記録
・自己点検・評価シート

・上記の自己点検・評価結果に基づき、
教育課程及びその内容、方法の改善・向
上に向けた取り組みは、どのように行わ
れているか。
・上記において、学習成果の測定結果
は、教育課程及びその内容、方法の改善
にどのように活用されているか。



 2023年度自己点検・評価シート
（文学部）

基準５（文学部）

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④特に効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）学位授与方針及び教育課程の編
成・実施方針を踏まえた学生の受け入れ
方針の適切な設定及び公表がされている
か。

Ａ

各学科ごとにディプロマ・ポリシー、カ
リキュラム・ポリシーを踏まえた学生の
受け入れ方針を設定し、本学公式サイト
及び学生募集要項にて公表を行ってい
る。

（2）下記内容を踏まえた学生の受け入
れ方針を設定しているか。
・入学前の学習歴・学力水準・能力等の
求める学生像
・入学希望者に求める水準等の判定方法

Ａ

各学科の学生の受け入れ方針において
は、各学科が受験生に対して入学前に求
める水準や意欲・学生像について記し、
各入学試験で評価・確認する点を明記し
ている。また、上記については、受験生
が理解しやすいよう平易に表現した入試
ガイドを発行したり、各種入試広報媒体
に本学公式サイトのURLを公表するな
ど、より情報にアクセスしやすい状況に
配慮している。

（1）学生の受け入れ方針に基づく学生
募集方法及び入学者選抜制度を適切に設
定しているか。

Ａ

学生の受け入れ方針に基づいた学生の募
集方法を設定し、学部入試委員会及び入
試MM委員会・学部教授会にて検討・審議
を行っている。

■入学試験要項
※

（一般入試・共通テスト利用入試、秋期
特別入試・公募制推薦入試・帰国生徒入
試・社会人入試、指定校推薦入試、留学
生入試、編入学試験、大学院入試）

（2）授業その他の費用や経済的支援に
関する情報提供を行っているか。 Ａ

本学公式サイトに公表されており、受験
生応援サイトでも「よくある質問」とし
て情報提供を行っている。その他同様の
内容を大学案内パンフレットにも掲載し
ている。

（3）入試委員会等、責任所在を明確に
した入学者選抜実施のための体制を適切
に整備しているか。

Ａ

入学者選抜に関わる事項は学部入試委員
会にて議論されている。入学者選抜の合
否を決定する際は、学部において開催さ
れる合格者原案作成委員会の議を経て教
授会で審議を行っている。

（4）公正な入学者選抜を実施している
か。
・オンラインによる入学者選抜を行う場
合における公正な実施

Ｃ

入学者選抜は、学内諸規程及び関連委員
会での審議に基づいて、上記の運営体制
にて公正に実施している。3月に追加し
た入試において、周知期間が限定された
ことや入学者選抜実施要項に照らして学
生募集要項の公表日が逸脱していること
は一部公平性を欠いている。

（5）入学を希望する者への合理的な配
慮に基づく公平な入学者選抜を実施して
いるか。
・オンラインによって入学者選抜を行う
場合における公平な受験機会の確保（受
験者の通信状況の顧慮等）

Ａ

本学公式サイトに「受験上の配慮等」と
して受験時及び入学後の生活について事
前に相談を受けつける体制を公表してお
り、相談内容に応じて学内関係部署と協
議の上、合理的な配慮に基づく公平な入
学者選抜を実施している。

大学基準5 学生の受け入れ

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、学生の受け入れ方針を定め、公表するとともに、その方針に沿って学生の受け入れを公正に行わなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

501
学生の受け入れ方針を定め、公
表しているか。 Ａ

・学生の受け入れ方針は、少なくとも学
位課程ごと（学士課程・修士課程・博士
課程・専門職学位課程）に設定されてい
るか。
・上記の方針には、入学前の学習歴、学
力水準、能力等の求める学生像や、入学
希望者に求める水準等の判定方法が明確
に示されているか。
・上記の方針は、学位授与方針及び教育
課程の編成・実施方針に整合している
か。
・上記の方針は、どのような方法によっ
て公表されているか。
・上記の方針の公表において、媒体や表
現の工夫等により、情報の得やすさや理
解しやすさに配慮されているか。

12 学生の受け入れ方針の公表
・ 学生の受け入れ方針を設定していな
い場合は、是正勧告として指摘する。
※ 学生の受け入れ方針は、学位授与方
針、教育課程の編成・実施方針との一貫
性が明確であれば、必ずしも授与する学
位の分野ごとに設定されていなくてもよ
い。ただし、異なる学位課程（学士課
程・修士課程・博士課程・専門職学位課
程）で同一の方針とすることはできな
い。

・ 学生の受け入れ方針を刊行物、ホー
ムページ等のいずれの方法によっても公
表していない場合は、是正勧告として指
摘する。
・ 学生の受け入れ方針に、求める学生
像を示していない場合は、改善課題とし
て指摘する。
※ 学生の受け入れ方針に、入学前の学
習歴、学力水準、能力が含まれていない
場合であっても、提言せずに概評で指摘
する。

■入学試験要項
※

（一般入試・共通テスト利用入試、秋期
特別入試・公募制推薦入試・帰国生徒入
試・社会人入試、指定校推薦入試、留学
生入試、編入学試験、大学院入試）

■学生の受け入れ方針を公表している
ウェブサイト
・大学公式サイト　人材養成目的及び三
つの方針（学部全体）
・大学公式サイト　各学科の人材養成目
的及び三つの方針
・大学公式サイト　大学院各専攻の人材
養成目的及び三つの方針

502

学生の受け入れ方針に基づき、
学生募集及び入学者選抜の制度
や体制を適切に整備し、入学者
選抜を公正に実施しているか。

Ａ

・入学者選抜は、学生の受け入れ方針に
沿って、どのように制度化されている
か。
・授業その他の費用や経済的支援に関す
る情報提供はどのように行われている
か。＜2020年3月追加項目＞
・入学者選抜の運営体制は、どのように
整備されているか。
・上記の運営体制のもと、入学者選抜は
公正に実施されているか。
・入学者選抜の結果、方針に沿った学生
を受け入れているか。 ■入学者選抜に係る規程

・大学入試委員会規程
・入試ＭＭ委員会規程
・文学部入試委員会規程
・音楽学部入試委員会規程
・国際交流学部入試委員会規程



基準５（文学部）

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④特に効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

503

適切な定員を設定して学生の受
け入れを行うとともに、在籍学
生数を収容定員に基づき適正に
管理しているか。

Ｂ

（1）入学定員及び収容定員を適切に設
定した在籍学生数を適切に管理している
か。
＜学士課程＞
・入学定員に対する入学者数比率
＜学士課程＞
・編入学定員に対する編入学生数比率
＜学士課程＞
・収容定員に対する在籍学生数比率
＜学士課程＞
・収容定員に対する在籍学生数の過剰・
未充足に関する対応
＜修士・博士・専門職学位課程＞
・収容定員に対する在籍学生数比率

Ｂ

学士課程における在籍学生数比率及び入
学者数比率に関しては、学部と入試部門
の間で現状数値の共有を図り、適切な数
値に収まるよう管理している。入学者数
が減少傾向であり、改善させるための検
討が必要な状況である。

・学士課程全体及び各学部・学科並びに
各研究科・専攻の入学者数は、入学定員
に対して適正な数となっているか。
・学士課程全体及び各学部・学科並びに
各研究科・専攻の在籍学生数は、収容定
員に対して適正な数を維持しているか。
・収容定員に対し、在籍学生数が大幅に
超過している場合、どのような対策が検
討、実施されているか。
・収容定員に対し、在籍学生数が充足し
ていない場合、どのような対策が検討、
実施されているか。

13 定員管理
［学士課程］
・ 学部又は学科における入学定員充足率の
５年平均又は収容定員充足率が【表１】の目
安に抵触している場合は、該当する学部又は
学科を取り上げながら、学士課程全体の定員
管理の問題として提言を付す。
・ 学士課程全体の収容定員充足率が【表
１】（定員超過の場合は「左記以外の分野」
の欄を適用）の目安に抵触している場合は、
上記の提言とあわせて該当する提言を付す。

【表1】
定員超過：
・1.25以上・・・改善課題
・1.30以上・・・是正勧告

定員未充足
・0.90未満・・・改善課題
・0.80未満・・・是正勧告

［修士・博士・専門職学位課程］
・ 研究科における収容定員充足率が、【表
３】の目安に抵触している場合は、該当する
研究科を取り上げながら、大学院全体の問題
として該当する提言を付す。
【表3】
定員超過：
・2.00以上・・・改善課題

定員未充足：
・修士課程　0.50未満・・・改善課題
・博士課程　0.33未満・・・改善課題

■大学基礎データ（表２、表３）
・大学基礎データ（表2）「学生」
・大学基礎データ（表3）「学部・学
科、研究科における志願者・合格者・入
学者の推移」

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を行っているか。 Ａ

学生の受け入れの適切性について、2024
年度第1回入試MM委員会（2024年5月15日
開催）で提供される前年度入試データや
各種企画実施報告資料に基づき、結果検
証を行っている。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

入試MM委員会構成員を中心に広報活動や
入試制度の見直しを都度協議している。

504

学生の受け入れの適切性につい
て定期的に点検・評価を行って
いるか。また、その結果をもと
に改善・向上に向けた取り組み
を行っているか。

Ａ

・学生の受け入れに関する自己点検・評
価は、どのように行われているか（基
準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づき、
学生の受け入れの改善・向上に向けた取
り組みは、どのように行われているか

≪参考≫
■入試制度・体制の改善事実を示す資料
や、学生の受け入れの適切性について検
証し、改善・向上に向けて取り組んだこ
とを示す入試委員会、全学内部質保証推
進組織等の資料などが考えられます。※
・自己点検・評価シート



 2023年度自己点検・評価シート
（文学部）

基準6（文学部)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）下記内容を含む大学として求める
教員像を設定しているか。
・各学位課程における専門分野に関す
る能力、教育に対する姿勢等

Ａ

【参考】大学全体の記述
「フェリス女学院大学の教育研究活動
の方針」の中で「教員・教員組織に関
する方針」を定め、大学公式サイトに
掲載している。求める教員像について
は、「建学の精神及び教育理念を理解
し、変化する社会に対応できる資質を
有し、優れた教育力と研究能力を兼ね
備えた人材」とし、教員組織の編成に
当たっては、「長期的な計画のもと、
教員の年齢構成・ジェンダーバラン
ス・国際性等に配慮する」ことを定め
ている。また、各学位課程における専
門分野に関する能力については、「各
学部・研究科では、それぞれのディプ
ロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与
の方針）、カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の方針）にか
なった教育に必要な教員組織を目指す
とともに、少人数教育を可能にする教
員数の確保にもつとめる」としてい
る。

■大学として求める教員像、各教員の
役割、連携のあり方、教育研究に係る
責任所在等について大学としての考え

方を明らかにし学内で共有した資料※

・各学部・研究科「教員の編成方針」
（教授会資料）
・大学公式サイト　教員・教員組織に
関する方針
・大学公式サイト　各学部・研究科の
教員の編成方針

（2）各学部・研究科等の教員組織の編
制に関する方針（各教員の役割、連携
のあり方、教育研究に係る責任所在の
明確化等）を適切に明示しているか。

Ａ

「大学として求める教員像及び教員組
織の編制方針」のもと、「各学部・研
究科の教員の編成方針」を定め、大学
公式サイトで公表している。

（1）大学全体及び学部・研究科等ごと
の基幹教員・専任教員数は適切か。 Ａ

【2024年5月1日現在】
英語英米文学科は、専任教員数9名、う
ち教授数7名であり、基準数（専任教員
数6名、うち教授数3名）を満たしてい
る。
日本語日本文学科は、専任教員数8名、
うち教授数6名であり、基準数（専任教
員数6名、うち教授数3名）を満たして
いる。
コミュニケーション学科は、専任教員
数11名、うち教授数9名であり、基準数
（専任教員数6名、うち教授数3名）を
満たしている。

14 設置基準上必要専任教員数の充足
［学士課程・修士課程・博士課程・専
門職学位課程］
・ 専任教員数又は教授数が設置基準を
満たしていない場合、是正勧告として
指摘する。

■大学基礎データ（表４、表５）
・大学基礎データ（表4）「主要事業科
目の担当状況（学士課程）」
・大学基礎データ（表5）「専任教員年
齢構成」
・大学基礎データ（表1）「組織、設備
等（教員組織）」

（2）適切な教員組織編制のための措置
を講じているか。
・教員組織の編制に関する方針と教員
組織の整合性
・各学位課程の目的に即した教員配置
・国際性、男女比
・特定の範囲の年齢に偏ることのない
バランスのとれた年齢構成への配慮
・教育上主要と認められる授業科目に
おける基幹教員・専任教員の適正な配
置（専任教員については教授又は准教
授）
・研究科担当教員の資格の明確化と適
正な配置
・教員の授業担当負担への適切な配慮
・複数学部等の基幹教員を兼ねる者に
ついて、業務状況の適切性
・他大学・企業等を兼務する基幹教員
について、業務状況の適切性
・教員と職員の役割分担、それぞれの
責任の明確化と協働・連携

Ａ

各学年に開設している演習科目や、主
要な専門科目は主として専任教員が担
当している。

外国籍の教員については、日本語日本
文学科で1名（中国籍）を配置してい
る。なお、本学では、全学の英語教育
を担う教員が全学教養教育機構（CLA）
に所属しているが、外国籍の教員も配
置し、教育成果を上げるうえで適切な
教員構成となっている。英語英米文学
科がCLA所属の外国語（英語）契約教
員・嘱託教員と連携し英語プログラ
ム・科目を運営している。また、教員
の男女比の適切なバランスが保たれる
よう配慮している。
男女比は以下のとおり（男性：女性）
英語英米文学科　7:2
日本語日本文学科　5:3
コミュニケ―ション学科　8:3

≪参考≫
■適切な教員組織編制のための取り組
みを示す資料として、授業科目と担当
教員の適合性を判断する制度及び判断
した実例を示す資料や、国際性、男女
比など教育研究上の特性を踏まえて取
り組んでいる事実を示す資料などが考

えられます。※

（3）指導補助者を活用する場合、適切
に行っているか。（資格要件、授業担
当教員との責任関係や役割の明確化、
指導計画の明確化等）

Ａ
「ティーチング・アシスタント
に関する内規」に基づき、適切に活用
している。
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教員組織の編制に関する方針に
基づき、教育研究活動を展開す
るため、適切に教員組織を編制
しているか。

Ａ

・教員組織は、教員組織の編制方針に
沿って、どのように編制されている
か。
・教員数は各設置基準を満たし、教育
研究上必要な規模の教員組織が編制さ
れているか。
・教員組織の年齢構成に、著しい偏り
がないか。
・教育研究上の必要性を踏まえ、教員
組織は、教育と研究の成果を上げるう
えで十分
な教員で構成されているか。

大学基準6　教員・教員組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、求める教員像や教員組織の編制方針を明確にし、それに基づく教員組織を適切に整備するとともに、絶えず教員の資質向上に取り組まなければな
らない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。
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大学の理念・目的に基づき、大
学として求める教員像や各学部･
研究科等の教員組織の編制に関
する方針を明示しているか。

Ａ

・教員組織の編制方針は、どのような
内容か。
・大学として求める教員像は、どのよ
うな内容か。
・上記の方針及び求める教員像は、ど
のように学内で共有されているか。



基準6（文学部)

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（4）学士課程における教養教育の運営
体制は適切か。 Ａ

学士課程における教養教育を運営する
組織として全学教養教育機構を設置し
ている。全学教養教育機構長は全学教
育担当副学長が担い、機構には、外国
語契約教員、語学教育担当嘱託教員、
留学生担当嘱託教員、情報センター嘱
託教員が所属する。
なお、CLAコア科目に関しては、各学部
に所属する専任教員も担当しており、
全学体制で本学における教養教育の充
実化を図っている。

（1）教員の職位（教授、准教授、助教
等）ごとの募集、採用、昇任等に関す
る基準及び手続を設定し規程を整備し
ているか。

Ａ

文学部に所属する教員の募集、採用、
昇任等に関する基準及び手続について
は、「大学専任教員任用規程」に基づ
き定めた「文学部専任教員の任用に関
する内規」を整備し規定している。

■教員の募集、採用、昇任に関して定

めた規程※

・大学教員区分及び資格基準
・大学専任教員任用規程
・文学部専任教員の任用に関する内規
・音楽学部専任教員の任用に関する内
規
・国際交流学部専任教員の任用に関す
る内規
・大学特任教授規程
・大学任期付専任教員任用規程
・大学任期付専任教員任用規程施行細
則
・外国語契約教員任用規程
・語学教育担当嘱託教員任用規程
・留学生担当嘱託教員任用規程
・音楽学部嘱託教員任用規程
・情報センター担当嘱託教員任用規程
・客員教員規程
・非常勤教員任用規程
・大学院担当教員に関する内規

（2）規程に沿った教員の募集、採用、
昇任等を実施しているか。 Ａ

教員の募集、採用、昇任等に際して
は、文学部教授会のもとに選考委員会
または審査委員会を設置し、「大学専
任教員任用規程」「文学部専任教員の
任用に関する内規」のほか、関連諸規
程の規定に基づき選考または審査手続
きを行った後、文学部教授会、大学評
議会、本部諸会議の議を経て任用して
いる。

（1）ファカルティ・ディベロップメン
ト（ＦＤ）を組織的に実施している
か。

Ａ

英語英米文学科では卒業論文指導に関
する勉強会を開き、各ゼミの現況を共
有し、また課題に対する改善点につい
て話しあった。

日本語日本文学科では、日本語教員養
成講座との共催で、校外実習終了者に
よる経験談の共有、実習プログラムの
改善策についてのディスカッションを
行った。

コミュニケーション学科では、2024年3
月11日（月）に外部講師の浜田久美子
氏を招いて、FD勉強会「あらためて共
生を考える　～森・水・人・心～」を
実施した（教職課程との共催）。

■大学としてのＦＤの考え方、実施体
制、実施状況（参加率含む）が分かる

資料※

・FD委員会規程
・文学部・人文科学研究科FD委員会規
程
・音楽学部・音楽研究科FD委員会規程
・国際交流学部・国際交流研究科FD委
員会規程
・大学公式サイト　FD活動報告書
・2021年度FD講演会・勉強会一覧

（2）教員の教育活動、研究活動、社会
活動等を評価し、その結果を活用して
いるか。

Ａ

教員の研究活動、教育活動、社会活動
については、教員の任用及び昇任の際
に評価の対象とし、その結果を重要な
資料として活用している。研究活動、
教育活動に関しては、任用及び昇任の
審査について「文学部専任教員の任用
に関する内規」「文学部教育活動業績
評価ガイドライン」において審査基準
を定めている。社会活動に関しては、
「専攻分野について優れた知識及び経
験を有すると認められる者」として任
用する場合に、教員となるにふさわし
い社会における活動の実績も十分考慮
する（「文学部専任教員の任用に関す
る内規」第11条）として任用基準に含
めている。

（3）指導補助者に対する研修を実施し
ているか。 Ｂ

15 ファカルティ・ディベロップメント
の実施
・ ファカルティ・ディベロップメント
が全く実施されていない場合は、是正
勧告として指摘する。
・ 教育改善以外に、研究活動の活性化
を図る取り組みや社会貢献等の教員に
求められる諸活動についてその資質向
上を図る取り組みがない場合は、改善
課題として指摘する。
・ 下記の３つの単位ごとに、固有の
ファカルティ・ディベロップメントが
行われていない場合は、改善課題とし
て指摘する。
① 学士課程全体又は各学部
② 修士課程・博士課程全体又は各研究
科
③ 専門職学位課程全体又は各研究科

・教員の教育能力の向上、教育課程や
授業方法の開発及び改善につなげるた
め、どのような取り組みが組織的に実
施されているか。
・教員の研究活動や社会貢献等の諸活
動の活性化や資質向上を図るために、
どのような取り組みが行われている
か。
・教育活動、研究活動等の活性化を図
る取り組みとして、教員の業績評価は
どのように位置づけられ、実施されて
いるか。

Ａ

ファカルティ・ディベロップメ
ント（FD）活動を組織的かつ多
面的に実施し、教員の資質向上
及び教員組織の改善・向上につ
なげているか。
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教員の募集、採用、昇任等を適
切に行っているか。 Ａ

・教員の募集、採用、昇任等に関わる
基準及び手続は、どのような内容か。
・教員の募集、採用、昇任等におい
て、公正性に対し、どのように配慮さ
れているか。



基準6（文学部)

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

教員・教員組織の適切性について、文
学部では、2024年度第2回文学部主任等
会議（2024年5月29日開催）及び2024年
度第3回文学部教授会（2024年6月5日開
催）において、点検・評価項目に従っ
て、「2023年度自己点検・評価シート
（大学基準6）」の記載内容をもとに点
検・評価を行った。。

≪参考≫
■教員組織の適切性を検証したことを
示す各種委員会、全学内部質保証推進
組織等に関する資料、改善・向上に向
けた取り組みが分かる資料などが考え

られます。※

・自己点検・評価シート

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

605

教員組織の適切性について定期
的に点検・評価を行っている
か。また、その結果をもとに改
善・向上に向けた取り組みを
行っているか。

Ａ

・教員組織に関する自己点検・評価
は、どのように行われているか（基
準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づ
き、教員組織の改善・向上に向けた取
り組みは、どのように行われている
か。



 2023年度自己点検・評価シート
（国際交流学部）

基準1（国際交流学部)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）学部においては、学部、学科
又は課程ごとに、研究科において
は、研究科又は専攻ごとに設定す
る人材育成その他の教育研究上の
目的が適切に設定されているか。

Ａ

国際交流学部では、教育研究目的（人材
養成目的）を「国際交流の領域に関する
高度の教育研究を行い、グローバリゼー
ションの時代にふさわしい、専門分野の
枠を越えた総合的知識を身に付けた人材
を養成する。」と定め、大学学則第2条
の2（3）に明示している。
また、国際交流学部の教育研究目的（人
材養成目的）に基づき、国際交流学科の
人材養成目的も定めている。

（2）大学の理念・目的と学部・研
究科の目的の連関性は適切か。 Ａ

建学の精神及び教育理念のもと定められ
た学則において、本学の使命、目的を掲
げ、学部としての教育研究目的を定めて
いることから、大学の理念・目的と学部
の目的は適切に連関している。

（1）学部においては、学部、学科
又は課程ごとに、研究科において
は、研究科又は専攻ごとに設定す
る人材育成その他の教育研究上の
目的を適切に明示しているか。

Ａ

国際交流学部の教育研究目的（人材養成
目的）は、大学学則第2条の2（3）に明
示している。また、国際交流学部の教育
研究目的（人材養成目的）に基づき定め
た国際交流学科の人材養成目的について
は、「三つの方針」とともに一括して明
示している。

（2）教職員、学生、社会に対して
刊行物、ウェブサイト等により大
学の理念・目的、学部・研究科の
目的等を周知・公表しているか。

Ａ

国際交流学部の教育研究目的（人材養成
目的）及び各学科の人材養成目的は『学
生要覧』に掲載し、学生、教職員に周知
している。
大学公式サイトにも、国際交流学部の教
育研究目的（人材養成目的）及び国際交
流学科の人材養成目的を掲載し、社会へ
の周知を図っている。
受験生に対しては、『入学案内』に掲載
するとともに、オープンキャンパス等で
重ねて周知を図り、理念・目的の理解向
上に努めている。

【大学公式サイト】
https://www.ferris.ac.jp/academics/p
urpose/
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大学の理念・目的、各学
部・研究科における目的等
を実現していくため、大学
として将来を見据えた中・
長期の計画その他の諸施策
を設定しているか。

Ａ
（1）将来を見据えた中・長期の計
画その他諸施策は設定されている
か。

Ａ

中期計画「21-25 PLAN」において、国際
交流学部・国際交流研究科の事業を策定
し、各学科、研究科の将来計画を実現す
るための教学改革プロジェクトに取り組
んだ。

・中・長期の計画その他の諸施策は、ど
のような内容か。
・上記の計画、施策等は、組織、財政等
の資源の裏付けを伴うなど、理念・目的
の達成に向けて、具体的かつ実現可能な
内容になっているか。

■中・長期計画、アクションプラン、具
体的施策等
・フェリス女学院中期計画2021-2025
（2020年度版）
・フェリス女学院中期計画2021-2025
（2021年度版）
・大学公式サイト　大学グランドデザイ
ン『Ferris Univ. 2030』

大学基準1　理念・目的

大学は、自ら掲げる理念に基づき、人材育成の目的その他の教育研究上の目的を適切に設定し公表するとともに、それを実現するために将来を見据えた中・長期の計画そのたの諸施策を
明確にしなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。
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大学の理念・目的を適切に
設定しているか。また、そ
れを踏まえ、学部・研究科
の目的を適切に設定してい
るか。

Ａ

・大学として掲げる理念は、どのような
内容か。
・教育研究活動等の諸活動を方向付ける
大学としての目的及び学部・研究科にお
ける教育研究上の目的は、どのような内
容か。
・上記の学部・研究科の目的は、大学の
理念・目的と連関しているか。
・上記の大学及び学部・研究科の目的
は、高等教育機関としてふさわしいもの
であり、かつ個性や特徴が示されている
か。

■寄附行為又は定款
・学校法人フェリス女学院寄附行為

■学則、大学院学則又は教育研究上の目
的を規定したその他の規程
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則

■大学、学部・研究科を紹介するパンフ
レット
・大学案内
・大学院案内

■大学及び学部・研究科の理念・目的を
公表しているウェブサイト
・大学公式サイト　人材養成目的及び三
つの方針（学部全体）

102

大学の理念・目的及び学
部・研究科等の目的を学則
又はこれに準ずる規則等に
適切に明示し、教職員及び
学生に周知し、社会に対し
て公表しているか。

Ａ

・理念・目的は、学則又はこれに準ずる
規則等に定められているか。
・理念・目的は、どのような方法によっ
て教職員及び学生に周知され、また、社
会に対して公表されているか。
・上記の周知・公表において、媒体や表
現の工夫等により、情報の得やすさや理
解しやすさに配慮されているか

１ 大学の理念・目的の公表
・大学の理念・目的を刊行物、ホーム
ページ等のいずれの方法によっても公表
していない場合は、是正勧告として指摘
する。

２ 学部・研究科等における教育研究上
の目的の学則等への規定及び公表
・教育研究上の目的を設定していない場
合は、是正勧告として指摘する。
・教育研究上の目的を設定しているが、
これを学則等に規定していない場合は、
改善課題として指摘する。
・研究科において、修士課程・博士課
程・専門職学位課程で教育研究上の目的
を同一としている場合、それらはそれぞ
れ別のほうがより望ましいため、概評に
おいて上記課程ごとの目的の設定が望ま
れる旨を記述する。
・教育研究上の目的を刊行物、ホーム
ページ等のいずれの方法によっても公表
していない場合は、是正勧告として指摘
する。



 2023年度自己点検・評価シート
（国際交流学部）

基準3（国際交流学部）

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）大学の理念・目的と学部（学科ま
たは課程）構成及び研究科（研究科また
は専攻）構成は適合しているか。

Ａ

国際交流学部は、本学の目的及び使命に
基づき、「国際交流の領域に関する高度
の教育研究を行い、グローバリゼーショ
ンの時代にふさわしい、専門分野の枠を
越えた総合的知識を身に付けた人材を養
成する」ことを教育研究目的（人材養成
目的）として定め、これを実現するた
め、国際交流学科を設置している。

■附置研究所、センターその他の組織等
の設置趣旨や活動内容が分かる資料
・全学教養教育機構（CLA)規程
・キリスト教研究所規程
・附属図書館規程
・教職センター規程
・情報センター規程
・学生支援センター規程
・国際センター規程
・言語センター規程
・宗教センター規程
・ボランティアセンター規程
・ジェンダースタディーズセンター規程
・学修サポートセンター規程

（2）大学の理念・目的と附置研究所、
センター等の組織は適合しているか。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表1）組織・設備等
（教育研究組織）

（3）教職課程等を置く場合における全
学的な実施組織の適切性

（4）教育研究組織は学問の動向、社会
的要請、大学を取り巻く国際的環境等に
適切に配慮しているか。

Ａ

中期計画「21-25 PLAN」において、国際
交流学科の将来計画、人材養成目的を実
現するための教学改革に取り組んでい
る。中期計画は毎年、事業の経過とその
成果を検証する機会を設けており、その
作業をとおして、学問の動向、社会的要
請、大学を取りまく環境等の観点から、
各学科のカリキュラム・組織体制につい
て確認している。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

教育研究組織の適切性について、国際交
流学部では、2024年度第2回国際交流学
部主任等会議（2024年5月8日開催）及び
2024年度第3回国際交流学部教授会
（2024年6月5日開催）において、点検・
評価項目に従って、「2023年度自己点
検・評価シート（大学基準3）」の記載
内容をもとに点検・評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

大学基準3　教育研究組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、教育研究組織を適切に整備しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

301

大学の理念・目的に照らし
て、学部・研究科、附置研究
所、センターその他の組織の
設置状況は適切であるか。

Ａ

・大学の理念・目的を踏まえ、また、学
問の動向や社会的要請等に配慮したうえ
で、教育研究組織（学部・研究科や附置
研究所、センター等）はどのように構成
されているか。

302

教育研究組織の適切性につい
て定期的に点検・評価を行っ
ているか。また、その結果を
もとに改善・向上に向けた取
り組みを行っているか。

Ａ

・教育研究組織の構成に関する自己点
検・評価は、どのように行われているか
（基準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づき、
教育研究組織の改善・向上に向けた取り
組みは、どのように行われているか（組
織の設置・改編、センターにおける新規
事業の導入等）。

≪参考≫
■学部・研究科構成、附置研究所等の役
割等の適切性を検証したことを示す各種
委員会、全学内部質保証推進組織等に関
する資料、改善・向上に向けて取り組ん
だことが分かる資料などが考えられま
す。
・自己点検・評価シート



 2023年度自己点検・評価シート
（国際交流学部）

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

401
授与する学位ごとに、学位授与
方針を定め、公表しているか。 Ａ

（1）課程修了にあたって、学生が修得
することが求められる知識・技能・態度
等、当該学位にふさわしい学習成果を明
示した学位授与方針を適切に設定し（授
与する学位ごと）公表しているか。

Ａ
■学生要覧、大学公式webサイトに各学
科のディプロマ・ポリシーとして明記し
ている。【学生要覧、大学公式webサイ
ト】

・学位授与方針は、原則として、授与す
る学位ごとに設定されているか。
・上記の方針は、修得すべき知識、技
能、態度等の学習成果が明確に示され、
授与する学位にふさわしい内容となって
いるか。
・上記の方針は、どのような方法によっ
て公表されているか。
・上記の方針の公表において、媒体や表
現の工夫等により、情報の得やすさや理
解しやすさに配慮されているか。

７ 学位授与方針及び教育課程の編成・実施
方針の公表
・ 学位授与方針及び教育課程の編成・実施
方針を設定していない場合は、是正勧告とし
て指摘する。
※ 学位授与方針及び教育課程の編成・実施
方針は、原則として授与する学位ごと（分野
と学位課程種）に設定することが求められ
る。
※ ただし、学位授与方針及び教育課程の編
成・実施方針の設定が、学部・学科、研究
科・専攻ごとなどであっても、内容が当該学
部・学科、研究科・専攻等が授与する学位に
即したものであれば、ただちに提言の対象と
はしない。

・ 学位授与方針に、修得すべき知識、技
能、能力など当該学位にふさわしい学習成果
を示していない場合は、改善課題として指摘
する。
※ 学位授与方針に、卒業要件、修了要件が
含まれていない場合であっても、別途示して
いれば問題としない（概評にも記述しな
い）。
※ 学位授与方針、教育課程の編成・実施方
針及び学生の受け入れ方針が、内容において
一貫していないと判断される場合は、基準２
の概評で指摘する（問題の程度によっては、
改善課題 又は是正勧告を付すことも可）。

■学位授与方針を公表しているウェブサ
イト
・大学公式サイト　人材養成目的及び三
つの方針（学部全体）
・大学公式サイト　英語英米文学科の人
材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　日本語日本文学科の
人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　コミュニケーション
学科の人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　音楽芸術学科の人材
養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　演奏学科の人材養成
目的及び三つの方針
・大学公式サイト　国際交流学科の人材
養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　英語英米文学専攻の
人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　日本語日本文学専攻
の人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　コミュニケーション
学専攻の人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　音楽芸術専攻の人材
養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　演奏専攻の人材養成
目的及び三つの方針
・大学公式サイト　国際交流専攻の人材
養成目的及び三つの方針

（1）下記内容を備えた教育課程の編
成・実施方針を設定し公表しているか。
（授与する学位ごと）
・教育課程の体系、教育内容
・教育課程を構成する授業科目区分、授
業形態等

Ａ

■学生要覧、大学公式webサイトに各学
科のカリキュラム・ポリシーとして明記
している。【学生要覧、大学公式webサ
イト】

（2）教育課程の編成・実施方針と学位
授与方針とは適切な連関性があるか。 Ａ

■カリキュラム・マップ及びシラバスに
おける各科目の到達目標という形で連関
性を持たせている。【学生要覧、シラバ
ス】

403

教育課程の編成・実施方針に基
づき、各学位課程にふさわしい
授業科目を開設し、教育課程を
体系的に編成しているか。

Ａ

（1）各学部・研究科において適切に教
育課程を編成するための措置を講じてい
るか。
・教育課程の編成・実施方針と教育課程
の整合性
・教育課程の編成にあたっての順次性・
体系性への配慮
・授業期間の適切な設定
・単位制度の趣旨に沿った単位の設定
・個々の授業科目の内容・方法
・授業科目の位置づけ（必修、選択等）
 ・各学位課程にふさわしい教育内容の
設定
 ・初年次教育、高大接続への配慮
（【学士】【学専】）
 ・教養教育と専門教育の適切な配置
（【学士】）
 ・コースワークとリサーチワークを適
切に組み合わせた教育への配慮等（【修
士】【博士】）

Ａ

■カリキュラム・ポリシーに基づき、毎
年度科目の改廃を実施している。
■科目の改廃にあたっては科目設置の目
的、内容・授業方法の概要、科目区分、
単位数、履修年次、ナンバリングを明記
した資料により大学教務委員会で審議す
る。【大学教務委員会資料】
■一年間の授業期間における定期試験等
の方法の多様化等から大学設置基準が改
正されたため、それに沿って、次年度に
向けて大学学則を改正した。【大学学
則】
■導入教育科目（「導入演習」）を設け
初年次教育、高大接続を行っている。
【開講科目表、学生要覧】

・全学的に見て、学部・研究科の教育課
程は、どのように編成されているか。
※ その根拠として、下記の実際の状況
も確認する。
‧ 教育課程の編成・実施方針と教育課程
の整合性
‧ 当該学部・研究科の教育研究上の目的
や課程修了時の学習成果と、各授業科目
との関係の明確性
‧ 専門分野の学問の体系を考慮した教育
課程編成
‧ 学習の順次性に配慮した各授業科目の
年次・学期配当

・各学部・研究科における教育課程の編
成について、全学内部質保証推進組織等
の全学的な組織はどのように運営・支援
し、その適切性を担保しているか。

■履修要項、シラバス
※

・学生要覧
・大学院要覧
・シラバス検索画面

≪参考≫
■教育課程の体系性を示す資料として
は、カリキュラム・マップ、学協会等が
定めるモデルカリキュラムとの関係性を

示した資料などが考えられます。
※

≪参考≫
■当該学位課程に相応しい内容であるこ
とを示す資料としては、学外者による評
価結果など、教育課程の適切性を第三者

的に示す資料などが考えられます。
※

・ 教育課程の編成・実施方針に、教育
課程の編成に関する基本的な考え方又は
実施に関する基本的な考え方のうち、い
ずれか一方が示されていない場合は、改
善課題として指摘する。
・ 学位授与方針及び教育課程の編成・
実施方針を刊行物、ホームページ等のい
ずれの方法によっても公表していない場
合は、是正勧告として指摘する。

■教育課程の編成・実施方針を公表して
いる・大学公式サイト
※401の根拠資料「学位授与方針」と同
じページ

大学基準4　教育課程・学習成果

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を定め、公表しなければならない。また、教育課程の編成・実施方針に則して、十分な教育上の
成果を上げるための教育内容を備えた体系的な教育課程を編成するとともに、効果的な教育を行うための様々な措置を講じ、学位授与を適切に行わなければならない。さらに、学位授与方針に
示した学習成果の修得状況を把握し評価しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

402
授与する学位ごとに、教育課程
の編成・実施方針を定め、公表
しているか。

Ａ

・教育課程の編成・実施方針は、原則と
して、授与する学位ごとに設定されてい
るか。
・上記の方針は、教育課程の体系、教育
内容、教育課程を構成する授業科目区
分、授業形態など、教育についての基本
的な考え方が明確に示されているか。
・上記の方針は、学位授与方針に整合し
ているか。
・上記の方針は、どのような方法によっ
て公表されているか。
・上記の方針の公表において、媒体や表
現の工夫等により、情報の得やすさや理
解しやすさに配慮されているか。



 基準４（国際交流学部）

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

403 （つづき） Ａ
（2）学生の社会的及び職業的自立を図
るために必要な能力を育成する教育を適
切に実施しているか。

Ａ

■各学科専門科目の大部分が他学科学生
履修可能となっており、学生は幅広く教
養、技能を修得することが可能となって
いる。【学生要覧】
■全学教養教育機構のCLAコア科目では
社会と仕事を学ぶ「キャリア形成の理解
１，２」「キャリア系の知識を深める
１，２，３」「社会人基礎力の取得と実
践１，２」「キャリア実習（短期イン
ターンシップ、長期インターンシップ」
を開講しいている。【学生要覧、開講科
目表】

■授業期間、単位計算及び履修登録単位
の上限を定めた学則等の資料
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則
・学生要覧
・大学院要覧

■履修要項、シラバス※
・学生要覧
・大学院要覧
・シラバス検索画面

＜修士課程、博士課程＞
■研究指導の内容・方法、年間スケ

ジュールを示した資料
※

・大学院要覧

≪参考≫
■学生の学習の活性化を図る取り組みを
示す資料として、学生の能動的参加を促
す授業方法、学習支援ツールや履修指導
等のガイダンス資料などが考えられま
す。また、その効果を示す資料として、
授業時間外における学習時間の状況に関

する資料などが考えられます。
※

・大学公式サイト「シラバス」
https://www.ferris.ac.jp/departments
/syllabus/
・学修行動調査結果

404
学生の学習を活性化し、効果的
に教育を行うための様々な措置
を講じているか。

Ａ

（1）各学部・研究科において授業内外
の学生の学習を活性化し、効果的に教育
を行うための措置を講じているか。
・各学位課程の特性に応じた単位の実質
化を図るための措置（１年間又は学期ご
との登録単位数の上限設定等）
・シラバスの内容（授業の目的、到達目
標、学習成果の指標、授業内容・方法、
授業計画、授業準備のための指示、成績
評価方法・基準等の明示）及び実施（授
業内容とシラバスとの整合性の確保等）
・授業の内容、方法等を変更する場合に
おける適切なシラバス改訂と学生への周
知
・学生の主体的参加を促す授業形態、授
業内容及び授業方法（教員・学生間や学
生同士のコミュニケーション機会の確
保、グループ活動の活用等）
・学習の進捗と学生の理解度の確認
・授業の履修に関する指導、その他効果
的な学習のための指導
・授業外学習に資する適切なフィード
バックや、量的・質的に適当な学習課題
の提示
＜学士課程＞
・授業形態に配慮した１授業あたりの学
生数
＜学士課程＞
・適切な履修指導の実施
＜修士課程・博士課程＞
・研究指導計画（研究指導の内容・方
法、年間スケジュール）の明示とそれに
基づく研究指導の実施

Ａ

■1学期の登録単位数の上限を24単位と
するCAP制度を設けている。【学生要
覧】
■授業及び授業外に必要な学生の学習を
活性化するため、シラバスにおいて参考
資料の提示、授業外学修の指示を行って
いる。
■シラバスは各科目担当部署において確
認をし、カリキュラムとの整合性を担保
している。【「2023年度開講科目のシラ
バス点検について（依頼）」（2023年2
月13日発信）
■教員向けの「シラバス（授業計画）作
成要領」において、原則としてシラバス
公開後の変更はできないこととしてい
る。学生には履修登録をする前に、必ず
シラバスを確認するように周知してい
る。シラバスにはフィードバックの方法
を記入することとして、教員・学生間の
コミュニケーション機会を確保してい
る。また、最終的に目的・目標が達成で
きるよう進捗状況や理解度、授業期間中
の授業アンケート等を確認しながら授業
計画や方法等を適宜見直すことが重要で
ある旨周知している。なお、授業外学習
を促す手がかりとするため、シラバスに
おける「テキスト」もしくは「参考資
料」のいずれか一方は必ず記載すること
としており、履修者の自発的な取り組み
のために必ず具体的な資料名を指示する
こととしている。
■履修登録前～履修登録期間中に各科目
責任者による履修相談及びアカデミッ
ク・アドバイザーによる面談の機会があ
り、履修や学習のための指導の機会を担
保している。
■演習、実習、ワークショップ等の授業
形態では学科選抜、初回授業時選抜、要
手続、履修者選抜といった手段で適切な
履修数としている【開講科目表】
■講義科目においても履修者数が200名
を超えた科目は、教育効果の観点から次
年度において120名に制限している。
【開講科目表、大学教務委員会資料】

・全学的に見て、学生の学習を活性化
し、効果的に教育を行うための措置とし
て、どのような方法が取られているか。
※ その根拠として、下記の実際の状況
も確認する。
‧ 教育課程の編成・実施方針と教育方法
の整合性
‧ 当該学部・研究科の教育研究上の目的
や課程修了時に求める学習成果に応じた
授業形態、授業方法の採用とその実施
‧ 1授業当たりの適切な学生数の設定と
運用
‧ シラバスの作成と活用
‧ 履修指導
‧ 単位の実質化（単位制度の趣旨に沿っ
た学習時間、学習内容の確保）を図る措
置

・各学部・研究科における教育方法の導
入、教育の実施について、全学内部質保
証推進組織等の全学的な組織は、どのよ
うに運営・支援し、その適切性を担保し
ているか。

８ 履修登録単位数の上限設定（学士課程）
・ 単位の実質化を図る措置が不十分な場合
は、改善課題として指摘する（すべての学位
課程）。
※ 単位の実質化を図る措置としては、教育
課程上の配慮、成績評価の厳格性の確保、授
業時間外に必要な学習の促進等の取り組みの
ほか、学士課程に関しては履修登録単位の上
限設定（年間50 単位未満で設定しているこ
とを目安とする）が該当する。
※ 履修登録単位の上限を設定していても、
一部の科目を対象外としており、これらを含
めると実態として上記の目安を超えて履修し
ている学生が相当数いる場合は、単位の実質
化を図るその他の措置が十分かを確認したう
えで、問題があれば改善課題として指摘す
る。
※ 卒業予定年次の学生等を対象に履修登録
単位数の上限を設けない、あるいは設けても
弾力的措置をとっている場合もありうるが、
これらについても例外とせずに、単位の実質
化を図る措置を十分に見極めたうえで、問題
があれば、改善課題として指摘する。

※ 単位の実質化を図る措置のうち履修登録
単位の上限設定は主要なものと考えられる
が、その実施を一律には求めない。
※ 以下の場合は、これに該当する学生数が
適正な範囲であるかなど、制度の運用実態に
十分な注意を払う必要がある。
① 大学設置基準第27 条の２第２項又は専門
職大学設置基準第23条第2項の規定に基づ
き、成績優秀者に対して履修登録単位数の上
限を緩和又は適用外としている場合。
② その他学内の規定に基づき学部長や学科
長等による許可のもと履修登録単位数の上限
を緩和又は適用外としている場合。
※ 履修登録単位数の上限設定については、
編入学生に対する場合も同様とする。

９ １学期の授業期間と単位計算
・ 授業期間が必ずしも15 週である必要はな
い。ただし、授業における学生の学習時間が
十分に確保されていない場合は、改善課題と
して指摘する。
・ 単位計算が不適切である場合は、是正勧
告として指摘する。



 基準４（国際交流学部）

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

405
成績評価、単位認定及び学位授
与を適切に行っているか。

（1）成績評価及び単位認定を適切に行
うための措置を講じているか。
・単位制度の趣旨に基づく単位認定・既
修得単位の適切な認定
・成績評価の客観性・厳格性を担保する
ための措置
・卒業・修了要件の明示

Ａ

■編入学者の既修得単位については、2
年次編入については30単位以上、3年次
編入については62単位以上を編入学前大
学で修得していることを編入学の条件と
し、編入学時には成績証明書で確認のう
え、前者については30単位、後者につい
ては62単位を認定している。いずれの場
合においても本学の建学の精神を具現化
したキリスト教科目区分としては認定せ
ず、本学における修得を課している。
【大学学則、学生要覧】
■編入学者以外の者についての既修得単
位については、自由選択科目区分とし
て、他の単位認定と合わせて60単位まで
を認定可としている。【大学学則、学生
要覧】
■大学が非常時と判断するコロナ禍の遠
隔授業対応が終了することに伴い、2023
年度より大学学則において遠隔授業の実
施要件を定め、遠隔授業により修得した
単位は、60単位を上限に卒業に必要な単
位として算入することをとした。【大学
学則】
■成績評価基準は学生要覧に定め、各科
目での具体的成績評価については、シラ
バスの「到達目標」「成績評価基準」
「成績評価方法」に明記している。【学
生要覧、シラバス】
■また学士課程においては成績評価のガ
イドラインを定め、S,A評価の上限を50%
までとしている【学生要覧】
■卒業・修了要件は、学生要覧に明記し
ている。【学生要覧】

国際交流学部では必修科目についても編
入学者以外の既修得単位の認定を避け、
本学での単位取得をさせている。

・全学的に見て、学部・研究科における
成績評価、単位認定及び学位授与は、ど
のように行われているか。
※ その根拠として、下記の実際の状況
も確認する。
‧ 厳正かつ適正な成績評価及び単位認定
の実施
‧ 既修得単位等の適切な認定
‧ 学位授与における実施手続及び体制の
明確性

・各学部・研究科における成績評価、単
位認定及び学位授与について、全学内部
質保証推進組織等の全学的な組織はどの
ように運営・支援し、その適切性を担保
しているか。

10 卒業・修了要件の設定及び明示
・ 卒業・修了の要件を明確にし、刊行
物、ホームページ等のいずれの方法に
よっても、あらかじめ学生に明示してい
ない場合は、是正勧告として指摘する。
・ 既修得単位として認定する単位数の
上限が、設置基準で認められている数を
超えている場合は、是正勧告として指摘
する。

■卒業・修了の基準、判定方法、体制等
を明らかにした規程類
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則
・学位規則
・学生要覧
・大学院要覧

■履修要項など成績評価方法、基準をあ

らかじめ学生が理解するための資料
※

・学生要覧
・大学院要覧

■履修要項など卒業要件、修了要件をあ

らかじめ学生が理解するための資料
※

・学生要覧
・大学院要覧

≪参考≫
■成績評価の適正な実施を示す資料とし
て、成績評価基準に関する教員間の申し
合わせやその運用事実が分かる資料など

が考えられます。
※

＜修士課程、博士課程＞
■学位論文審査基準を学生に示している

資料
※

・大学院要覧

405 （つづき）

（2）学位授与を適切に行うための措置
を講じているか。
・学位論文審査がある場合、学位論文審
査基準の明示
・学位審査及び修了認定の客観性・厳格
性を確保するための措置
・学位授与に係る責任体制及び手続の明
示
・適切な学位授与

11 研究指導計画及び学位論文審査基準
の明示（修士・博士課程）
・ 各研究科の学位課程ごとに、研究指
導の方法やスケジュールをあらかじめ定
めていない場合は、是正勧告として指摘
する。
・ 上記の内容を刊行物、ホームページ
等のいずれの方法によっても、あらかじ
め学生に明示していない場合は、改善課
題として指摘する。
・ 各研究科の学位課程ごとに、学位論
文や特定の課題についての研究の成果の
審査基準をを 刊行物、ホームページ等
のいずれの方法によっても 公表してい
ない場合は、是正勧告として指摘する。
・審査基準を公表していても文書等 に
よってあらかじめ学生に明示していない
場合は、改善課題として指摘する。

Ａ



 基準４（国際交流学部）

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）各学位課程の分野の特性に応じた
学習成果を測定するための指標を適切に
設定しているか。（特に専門的な職業と
の関連性が強いものにあっては、当該職
業を担うのに必要な能力の修得状況を適
切に把握できるもの。）

Ａ
■学士課程を通じた統合的な科目として
卒業論文等を必修として課し、課程を通
じた成果を測定している。

（2）学位授与方針に明示した学生の学
習成果を把握・評価するための方法を開
発しているか。
≪学習成果の測定方法例≫
・アセスメント・テスト
・ルーブリックを活用した測定
・学習成果の測定を目的とした学生調査
・卒業生、就職先への意見聴取

Ａ

■成績、GPAによって学修成果を把握し
ている。
■成績以外の手段として２,４年次生を
対象とした学修行動調査を毎年度実施し
ている。
■１,３年次生に対しては、2023年度か
ら外部アセスメントテスト（GPS-
Academic）を導入した。学生の学習成果
を客観的に把握するとともに、他大学と
の比較も行い本学の強み、弱みを把握し
ている。
■1年次前期ゼミ「導入演習」において
ルーブリックを活用し学習成果を測定し
ているが、学位授与方針に示した学習成
果の測定が不十分であることから、外部
アセスメント・テストをディプロマサプ
リメントとして活用するため、卒業年次
生への実施についても検討することを確
認した。

407

教育課程及びその内容、方法の
適切性について定期的に点検・
評価を行っているか。また、そ
の結果をもとに改善・向上に向
けた取り組みを行っているか。

Ａ
（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。
・学習成果の測定結果の適切な活用

Ａ

所管部門からの検証資料を受け、国際交
流学部としては、2024年度第3回国際交
流学部主任等会議（2024年6月5日開催）
及び2024年度第3回国際交流学部教授会
（2024年6月5日開催）において、「2023
年度自己点検・評価シート（大学基準
4）」の記載内容をもとに教育課程及び
その内容、方法の適切性について点検・
評価を行った。

・教育課程及びその内容、方法の自己点
検・評価は、どのように行われているか
（基準、体制、方法、プロセス等）。

≪参考≫
■学習実態の把握とそれに基づく改善・
向上の取り組みを示す資料や、教授会や
教育の運用にあたる各種委員会、全学内
部質保証推進組織等の活動が分かる資料

などが考えられます。
※

・大学FD委員会記録
・大学教務委員会記録
・全学教養教育機構会議記録
・自己点検・評価シート

（2）学習成果の測定結果を適切に活用
しているか。 Ａ

■特定科目の修得状況、GPA等の学修成
果をを用いて３，４年次必修ゼミ科目ク
ラス選抜に活用している。【各学科ゼミ
募集資料】
■特に英語科目においてはプレイスメン
ト・テストの結果によりレベル別のクラ
ス分けをおこなっている。【英語教育運
営委員会資料】
■学修行動調査の結果を各科目所管部署
でのカリキュラム改革の検討材料として
利用している。【大学FD委員会資料】

（3）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

■教員は授業アンケートの結果を確認
し、各担当授業の改善、学生への応答を
各授業内で行うとともに、これを授業改
善計画という形で学内に公表している。
【大学FD委員会資料】

407 （つづき） Ａ

・上記の自己点検・評価結果に基づき、
教育課程及びその内容、方法の改善・向
上に向けた取り組みは、どのように行わ
れているか。
・上記において、学習成果の測定結果
は、教育課程及びその内容、方法の改善
にどのように活用されているか。

406
学位授与方針に明示した学生の
学習成果を適切に把握及び評価
しているか。

Ａ

・全学的に見て、学位授与方針に示した
学生の学習成果は、どのような方法で測
定されているか。
※ その根拠として、下記の実際の状況
も確認する。
‧ 専門分野の性質、学生に求める学習成
果の内容に応じた把握・評価の方法や指
標の導入と運用
‧ 当該職業を担うのに必要な能力の修得
状況の把握（特に専門的な職業との関連
性が強い教育課程の場合）
・学習成果を測定するにあたり、全学内
部質保証推進組織等の全学的な組織は、
どのように運営・支援しているか。

●【基準４】学位授与方針に定めた学習
成果の測定
・ 学習成果の測定方法が決まっておら
ず、検討もしていない場合は、是正勧告
として指摘する。
・ 検討は始まっているが、まだ学習成
果の測定方法は決められていない、又
は、学位授与方針に示した学習成果と測
定方法の関係性が不明瞭で、多角的かつ
適切に学習成果を測定しているとは言え
ない場合は、改善課題として指摘する。
※ 測定方法の検討がある程度進んでお
り、近い将来成果を測定できることが見
込める場合は、提言を付さず概評でその
実行を促す。

≪参考≫
■卒業生調査の調査票やルーブリックな
ど、学習成果の把握に用いている資料、
その運用が分かる資料などが考えられま

す。
※

・学修行動調査結果
・授業アンケート結果
・卒業生アンケート結果

≪参考≫
■学習成果を把握し評価する学内組織に
関する資料など、学習成果の把握・評価
にあたる体制が分かる資料などが考えら

れます。
※

・大学FD委員会記録
・大学教務委員会記録



 2023年度自己点検・評価シート
（国際交流学部）

基準５（国際交流学部）

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④特に効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）学位授与方針及び教育課程の編
成・実施方針を踏まえた学生の受け入れ
方針の適切な設定及び公表がされている
か。

Ａ

ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・
ポリシーを踏まえた学生の受け入れ方針
を設定し、本学公式サイト及び学生募集
要項にて公表を行っている。

（2）下記内容を踏まえた学生の受け入
れ方針を設定しているか。
・入学前の学習歴・学力水準・能力等の
求める学生像
・入学希望者に求める水準等の判定方法

Ａ

学生の受け入れ方針においては、学部が
受験生に対して入学前に求める水準や意
欲・学生像について記し、各入学試験で
評価・確認する点を明記している。ま
た、上記については、受験生が理解しや
すいよう平易に表現した入試ガイドを発
行したり、各種入試広報媒体に本学公式
サイトのURLを公表するなど、より情報
にアクセスしやすい状況に配慮してい
る。

（1）学生の受け入れ方針に基づく学生
募集方法及び入学者選抜制度を適切に設
定しているか。

Ａ

学生の受け入れ方針に基づいた学生の募
集方法を設定し、学部入試委員会及び入
試MM委員会・学部教授会にて検討・審議
を行っている。

■入学試験要項
※

（一般入試・共通テスト利用入試、秋期
特別入試・公募制推薦入試・帰国生徒入
試・社会人入試、指定校推薦入試、留学
生入試、編入学試験、大学院入試）

（2）授業その他の費用や経済的支援に
関する情報提供を行っているか。 Ａ

本学公式サイトに公表されており、受験
生応援サイトでも「よくある質問」とし
て情報提供を行っている。その他同様の
内容を大学案内パンフレットにも掲載し
ている。

（3）入試委員会等、責任所在を明確に
した入学者選抜実施のための体制を適切
に整備しているか。

Ａ

入学者選抜に関わる事項は学部入試委員
会にて議論されている。入学者選抜の合
否を決定する際は、学部において開催さ
れる合格者原案作成委員会の議を経て教
授会で審議を行っている。

（4）公正な入学者選抜を実施している
か。
・オンラインによる入学者選抜を行う場
合における公正な実施

Ｃ

入学者選抜は、学内諸規程及び関連委員
会での審議に基づいて、上記の運営体制
にて公正に実施している。3月に追加し
た入試において、周知期間が限定された
ことや入学者選抜実施要項に照らして学
生募集要項の公表日が逸脱していること
は一部公平性を欠いている。

（5）入学を希望する者への合理的な配
慮に基づく公平な入学者選抜を実施して
いるか。
・オンラインによって入学者選抜を行う
場合における公平な受験機会の確保（受
験者の通信状況の顧慮等）

Ａ

本学公式サイトに「受験上の配慮等」と
して受験時及び入学後の生活について事
前に相談を受けつける体制を公表してお
り、相談内容に応じて学内関係部署と協
議の上、合理的な配慮に基づく公平な入
学者選抜を実施している。

12 学生の受け入れ方針の公表
・ 学生の受け入れ方針を設定していない場
合は、是正勧告として指摘する。
※ 学生の受け入れ方針は、学位授与方針、
教育課程の編成・実施方針との一貫性が明確
であれば、必ずしも授与する学位の分野ごと
に設定されていなくてもよい。ただし、異な
る学位課程（学士課程・修士課程・博士課
程・専門職学位課程）で同一の方針とするこ
とはできない。

・ 学生の受け入れ方針を刊行物、ホーム
ページ等のいずれの方法によっても公表して
いない場合は、是正勧告として指摘する。
・ 学生の受け入れ方針に、求める学生像を
示していない場合は、改善課題として指摘す
る。
※ 学生の受け入れ方針に、入学前の学習
歴、学力水準、能力が含まれていない場合で
あっても、提言せずに概評で指摘する。

■入学試験要項
※

（一般入試・共通テスト利用入試、秋期
特別入試・公募制推薦入試・帰国生徒入
試・社会人入試、指定校推薦入試、留学
生入試、編入学試験、大学院入試）

■学生の受け入れ方針を公表している
ウェブサイト
・大学公式サイト　人材養成目的及び三
つの方針（学部全体）
・大学公式サイト　各学科の人材養成目
的及び三つの方針
・大学公式サイト　大学院各専攻の人材
養成目的及び三つの方針

502

学生の受け入れ方針に基づき、
学生募集及び入学者選抜の制度
や体制を適切に整備し、入学者
選抜を公正に実施しているか。

Ａ

・入学者選抜は、学生の受け入れ方針に
沿って、どのように制度化されている
か。
・授業その他の費用や経済的支援に関す
る情報提供はどのように行われている
か。＜2020年3月追加項目＞
・入学者選抜の運営体制は、どのように
整備されているか。
・上記の運営体制のもと、入学者選抜は
公正に実施されているか。
・入学者選抜の結果、方針に沿った学生
を受け入れているか。

■入学者選抜に係る規程
・大学入試委員会規程
・入試ＭＭ委員会規程
・文学部入試委員会規程
・音楽学部入試委員会規程
・国際交流学部入試委員会規程

大学基準5 学生の受け入れ

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、学生の受け入れ方針を定め、公表するとともに、その方針に沿って学生の受け入れを公正に行わなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。
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学生の受け入れ方針を定め、公
表しているか。 Ａ

・学生の受け入れ方針は、少なくとも学
位課程ごと（学士課程・修士課程・博士
課程・専門職学位課程）に設定されてい
るか。
・上記の方針には、入学前の学習歴、学
力水準、能力等の求める学生像や、入学
希望者に求める水準等の判定方法が明確
に示されているか。
・上記の方針は、学位授与方針及び教育
課程の編成・実施方針に整合している
か。
・上記の方針は、どのような方法によっ
て公表されているか。
・上記の方針の公表において、媒体や表
現の工夫等により、情報の得やすさや理
解しやすさに配慮されているか。



基準５（国際交流学部）

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④特に効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

503

適切な定員を設定して学生の受
け入れを行うとともに、在籍学
生数を収容定員に基づき適正に
管理しているか。

Ｂ

（1）入学定員及び収容定員を適切に設
定した在籍学生数を適切に管理している
か。
＜学士課程＞
・入学定員に対する入学者数比率
＜学士課程＞
・編入学定員に対する編入学生数比率
＜学士課程＞
・収容定員に対する在籍学生数比率
＜学士課程＞
・収容定員に対する在籍学生数の過剰・
未充足に関する対応
＜修士・博士・専門職学位課程＞
・収容定員に対する在籍学生数比率

Ｂ

学士課程における在籍学生数比率及び入
学者数比率に関しては、学部と入試部門
の間で現状数値の共有を図り、適切な数
値に収まるよう管理している。入学者数
が減少傾向であり、改善させるための検
討が必要な状況である。

・学士課程全体及び各学部・学科並びに
各研究科・専攻の入学者数は、入学定員
に対して適正な数となっているか。
・学士課程全体及び各学部・学科並びに
各研究科・専攻の在籍学生数は、収容定
員に対して適正な数を維持しているか。
・収容定員に対し、在籍学生数が大幅に
超過している場合、どのような対策が検
討、実施されているか。
・収容定員に対し、在籍学生数が充足し
ていない場合、どのような対策が検討、
実施されているか。

13 定員管理
［学士課程］
・ 学部又は学科における入学定員充足率の
５年平均又は収容定員充足率が【表１】の目
安に抵触している場合は、該当する学部又は
学科を取り上げながら、学士課程全体の定員
管理の問題として提言を付す。
・ 学士課程全体の収容定員充足率が【表
１】（定員超過の場合は「左記以外の分野」
の欄を適用）の目安に抵触している場合は、
上記の提言とあわせて該当する提言を付す。

【表1】
定員超過：
・1.25以上・・・改善課題
・1.30以上・・・是正勧告

定員未充足
・0.90未満・・・改善課題
・0.80未満・・・是正勧告

［修士・博士・専門職学位課程］
・ 研究科における収容定員充足率が、【表
３】の目安に抵触している場合は、該当する
研究科を取り上げながら、大学院全体の問題
として該当する提言を付す。
【表3】
定員超過：
・2.00以上・・・改善課題

定員未充足：
・修士課程　0.50未満・・・改善課題
・博士課程　0.33未満・・・改善課題

■大学基礎データ（表２、表３）
・大学基礎データ（表2）「学生」
・大学基礎データ（表3）「学部・学
科、研究科における志願者・合格者・入
学者の推移」

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を行っているか。 Ａ

学生の受け入れの適切性について、2024
年度第1回入試MM委員会（2024年5月15日
開催）で提供される前年度入試データや
各種企画実施報告資料に基づき、結果検
証を行っている。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

入試MM委員会構成員を中心に広報活動や
入試制度の見直しを都度協議している。

504

学生の受け入れの適切性につい
て定期的に点検・評価を行って
いるか。また、その結果をもと
に改善・向上に向けた取り組み
を行っているか。

Ａ

・学生の受け入れに関する自己点検・評
価は、どのように行われているか（基
準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づき、
学生の受け入れの改善・向上に向けた取
り組みは、どのように行われているか

≪参考≫
■入試制度・体制の改善事実を示す資料
や、学生の受け入れの適切性について検
証し、改善・向上に向けて取り組んだこ
とを示す入試委員会、全学内部質保証推
進組織等の資料などが考えられます。※
・自己点検・評価シート



 2023年度自己点検・評価シート
（国際交流学部）

基準6（国際交流学部)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）下記内容を含む大学として求める
教員像を設定しているか。
・各学位課程における専門分野に関す
る能力、教育に対する姿勢等

Ａ

【参考】大学全体の記述
「フェリス女学院大学の教育研究活動
の方針」の中で「教員・教員組織に関
する方針」を定め、大学公式サイトに
掲載している。求める教員像について
は、「建学の精神及び教育理念を理解
し、変化する社会に対応できる資質を
有し、優れた教育力と研究能力を兼ね
備えた人材」とし、教員組織の編成に
当たっては、「長期的な計画のもと、
教員の年齢構成・ジェンダーバラン
ス・国際性等に配慮する」ことを定め
ている。また、各学位課程における専
門分野に関する能力については、「各
学部・研究科では、それぞれのディプ
ロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与
の方針）、カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の方針）にか
なった教育に必要な教員組織を目指す
とともに、少人数教育を可能にする教
員数の確保にもつとめる」としてい
る。

■大学として求める教員像、各教員の
役割、連携のあり方、教育研究に係る
責任所在等について大学としての考え

方を明らかにし学内で共有した資料※

・各学部・研究科「教員の編成方針」
（教授会資料）
・大学公式サイト　教員・教員組織に
関する方針
・大学公式サイト　各学部・研究科の
教員の編成方針

（2）各学部・研究科等の教員組織の編
制に関する方針（各教員の役割、連携
のあり方、教育研究に係る責任所在の
明確化等）を適切に明示しているか。

Ａ

「大学として求める教員像及び教員組
織の編制方針」のもと、「各学部・研
究科の教員の編成方針」を定め、大学
公式サイトで公表している。

（1）大学全体及び学部・研究科等ごと
の基幹教員・専任教員数は適切か。 Ａ

【2024年5月1日現在】
国際交流学科は、専任教員数24名、う
ち教授数16名であり、基準数（専任教
員数14名、うち教授数7名）を満たして
いる。

14 設置基準上必要専任教員数の充足
［学士課程・修士課程・博士課程・専
門職学位課程］
・ 専任教員数又は教授数が設置基準を
満たしていない場合、是正勧告として
指摘する。

■大学基礎データ（表４、表５）
・大学基礎データ（表4）「主要事業科
目の担当状況（学士課程）」
・大学基礎データ（表5）「専任教員年
齢構成」
・大学基礎データ（表1）「組織、設備
等（教員組織）」

（2）適切な教員組織編制のための措置
を講じているか。
・教員組織の編制に関する方針と教員
組織の整合性
・各学位課程の目的に即した教員配置
・国際性、男女比
・特定の範囲の年齢に偏ることのない
バランスのとれた年齢構成への配慮
・教育上主要と認められる授業科目に
おける基幹教員・専任教員の適正な配
置（専任教員については教授又は准教
授）
・研究科担当教員の資格の明確化と適
正な配置
・教員の授業担当負担への適切な配慮
・複数学部等の基幹教員を兼ねる者に
ついて、業務状況の適切性
・他大学・企業等を兼務する基幹教員
について、業務状況の適切性
・教員と職員の役割分担、それぞれの
責任の明確化と協働・連携

Ａ

経済・経営学分野において実務家出身
者が教員として在籍している他、外務
省やNGOなどの研究職を経験した教員が
在籍している。また現在3名の外国籍教
員が在籍している。

≪参考≫
■適切な教員組織編制のための取り組
みを示す資料として、授業科目と担当
教員の適合性を判断する制度及び判断
した実例を示す資料や、国際性、男女
比など教育研究上の特性を踏まえて取
り組んでいる事実を示す資料などが考

えられます。※

（3）指導補助者を活用する場合、適切
に行っているか。（資格要件、授業担
当教員との責任関係や役割の明確化、
指導計画の明確化等）

Ａ
「ティーチング・アシスタント
に関する内規」に基づき、適切に活用
している。

602

教員組織の編制に関する方針に
基づき、教育研究活動を展開す
るため、適切に教員組織を編制
しているか。

Ａ

・教員組織は、教員組織の編制方針に
沿って、どのように編制されている
か。
・教員数は各設置基準を満たし、教育
研究上必要な規模の教員組織が編制さ
れているか。
・教員組織の年齢構成に、著しい偏り
がないか。
・教育研究上の必要性を踏まえ、教員
組織は、教育と研究の成果を上げるう
えで十分
な教員で構成されているか。

大学基準6　教員・教員組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、求める教員像や教員組織の編制方針を明確にし、それに基づく教員組織を適切に整備するとともに、絶えず教員の資質向上に取り組まなければな
らない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。
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大学の理念・目的に基づき、大
学として求める教員像や各学部･
研究科等の教員組織の編制に関
する方針を明示しているか。

Ａ

・教員組織の編制方針は、どのような
内容か。
・大学として求める教員像は、どのよ
うな内容か。
・上記の方針及び求める教員像は、ど
のように学内で共有されているか。



基準6（国際交流学部)

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（4）学士課程における教養教育の運営
体制は適切か。 Ａ

学士課程における教養教育を運営する
組織として全学教養教育機構を設置し
ている。全学教養教育機構長は全学教
育担当副学長が担い、機構には、外国
語契約教員、語学教育担当嘱託教員、
留学生担当嘱託教員、情報センター嘱
託教員が所属する。
なお、CLAコア科目に関しては、国際交
流学部を含む各学部に所属する専任教
員も担当しており、全学体制で本学に
おける教養教育の充実化を図ってい
る。

（1）教員の職位（教授、准教授、助教
等）ごとの募集、採用、昇任等に関す
る基準及び手続を設定し規程を整備し
ているか。

Ａ

国際交流学部に所属する教員の募集、
採用、昇任等に関する基準及び手続に
ついては、「大学専任教員任用規程」
に基づき定めた「国際交流学部専任教
員の任用に関する内規」を整備し規定
している。

■教員の募集、採用、昇任に関して定

めた規程※

・大学教員区分及び資格基準
・大学専任教員任用規程
・文学部専任教員の任用に関する内規
・音楽学部専任教員の任用に関する内
規
・国際交流学部専任教員の任用に関す
る内規
・大学特任教授規程
・大学任期付専任教員任用規程
・大学任期付専任教員任用規程施行細
則
・外国語契約教員任用規程
・語学教育担当嘱託教員任用規程
・留学生担当嘱託教員任用規程
・音楽学部嘱託教員任用規程
・情報センター担当嘱託教員任用規程
・客員教員規程
・非常勤教員任用規程
・大学院担当教員に関する内規

（2）規程に沿った教員の募集、採用、
昇任等を実施しているか。 Ａ

教員の募集、採用、昇任等に際して
は、国際交流学部教授会のもとに選考
委員会または審査委員会を設置し、
「大学専任教員任用規程」「国際交流
学部専任教員の任用に関する内規」の
ほか、関連諸規程の規定に基づき選考
または審査手続きを行った後、国際交
流学部教授会、大学評議会、本部諸会
議の議を経て任用している。

（1）ファカルティ・ディベロップメン
ト（ＦＤ）を組織的に実施している
か。

Ａ

国際交流学部でも学部FD委員会を設置
するとともに、学部でのFD活動を行っ
てきた。2023年度には、2023年10月4日
に学部FD勉強会を開催し、障害を持つ
学生への授業における対応について、
少人数の授業科目を事例として、担当
教員の経験や授業内での工夫を共有し
た。

■大学としてのＦＤの考え方、実施体
制、実施状況（参加率含む）が分かる

資料※

・FD委員会規程
・文学部・人文科学研究科FD委員会規
程
・音楽学部・音楽研究科FD委員会規程
・国際交流学部・国際交流研究科FD委
員会規程
・大学公式サイト　FD活動報告書
・2021年度FD講演会・勉強会一覧

（2）教員の教育活動、研究活動、社会
活動等を評価し、その結果を活用して
いるか。

Ａ

教員の研究活動、教育活動、社会活動
については、教員の任用及び昇任の際
に評価の対象とし、その結果を重要な
資料として活用している。研究活動、
教育活動に関しては、任用及び昇任の
審査について「国際交流学部専任教員
の任用に関する内規」「国際交流学部
教育活動業績評価ガイドライン」にお
いて審査基準を定めている。社会活動
に関しては、「専攻分野について優れ
た知識及び経験を有すると認められる
者」として任用する場合に、教員とな
るにふさわしい社会における活動の実
績も十分考慮する（国際交流学部専任
教員の任用に関する内規」第11条）と
して任用基準に含めている。

（3）指導補助者に対する研修を実施し
ているか。 Ｂ

ティーチング・アシスタントに対して
は、科目担当教員が事前に指導してい
る。

15 ファカルティ・ディベロップメント
の実施
・ ファカルティ・ディベロップメント
が全く実施されていない場合は、是正
勧告として指摘する。
・ 教育改善以外に、研究活動の活性化
を図る取り組みや社会貢献等の教員に
求められる諸活動についてその資質向
上を図る取り組みがない場合は、改善
課題として指摘する。
・ 下記の３つの単位ごとに、固有の
ファカルティ・ディベロップメントが
行われていない場合は、改善課題とし
て指摘する。
① 学士課程全体又は各学部
② 修士課程・博士課程全体又は各研究
科
③ 専門職学位課程全体又は各研究科

・教員の教育能力の向上、教育課程や
授業方法の開発及び改善につなげるた
め、どのような取り組みが組織的に実
施されているか。
・教員の研究活動や社会貢献等の諸活
動の活性化や資質向上を図るために、
どのような取り組みが行われている
か。
・教育活動、研究活動等の活性化を図
る取り組みとして、教員の業績評価は
どのように位置づけられ、実施されて
いるか。

ファカルティ・ディベロップメ
ント（FD）活動を組織的かつ多
面的に実施し、教員の資質向上
及び教員組織の改善・向上につ
なげているか。

604 Ａ

603
教員の募集、採用、昇任等を適
切に行っているか。 Ａ

・教員の募集、採用、昇任等に関わる
基準及び手続は、どのような内容か。
・教員の募集、採用、昇任等におい
て、公正性に対し、どのように配慮さ
れているか。



基準6（国際交流学部)

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

教員・教員組織の適切性について、国
際交流学部では、2024年度第2回国際交
流学部主任等会議（2024年5月8日開
催）及び2024年度第3回国際交流学部教
授会（2024年6月5日開催）において、
点検・評価項目に従って、「2023年度
自己点検・評価シート（大学基準6）」
の記載内容をもとに点検・評価を行っ
た。

≪参考≫
■教員組織の適切性を検証したことを
示す各種委員会、全学内部質保証推進
組織等に関する資料、改善・向上に向
けた取り組みが分かる資料などが考え

られます。※

・自己点検・評価シート

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

605

教員組織の適切性について定期
的に点検・評価を行っている
か。また、その結果をもとに改
善・向上に向けた取り組みを
行っているか。

Ａ

・教員組織に関する自己点検・評価
は、どのように行われているか（基
準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づ
き、教員組織の改善・向上に向けた取
り組みは、どのように行われている
か。



 2023年度自己点検・評価シート
（音楽学部）

 基準1（音楽学部)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）学部においては、学部、学科
又は課程ごとに、研究科において
は、研究科又は専攻ごとに設定す
る人材育成その他の教育研究上の
目的が適切に設定されているか。

Ａ

音楽学部では、教育研究目的（人材養成
目的）を「音楽の領域を中心とした高度
の教育研究を行い、現代文化に対する理
解を深めることにより、社会に積極的に
かかわる、創造性豊かな人材を養成す
る。」と定め、大学学則第2条の2（2）
に明示している。
また、音楽学部の教育研究目的（人材養
成目的）に基づき、音楽芸術学科の人材
養成目的も定めている。

（2）大学の理念・目的と学部・研
究科の目的の連関性は適切か。 Ａ

建学の精神及び教育理念のもと定められ
た学則において、本学の使命、目的を掲
げ、学部としての教育研究目的を定めて
いることから、大学の理念・目的と学部
の目的は適切に連関している。

（1）学部においては、学部、学科
又は課程ごとに、研究科において
は、研究科又は専攻ごとに設定す
る人材育成その他の教育研究上の
目的を適切に明示しているか。

Ａ

音楽学部の教育研究目的（人材養成目
的）は、大学学則第2条の2（2）に明示
している。また、音楽学部の教育研究目
的（人材養成目的）に基づき定めた音楽
芸術学科の人材養成目的については、
「三つの方針」とともに一括して明示し
ている。

（2）教職員、学生、社会に対して
刊行物、ウェブサイト等により大
学の理念・目的、学部・研究科の
目的等を周知・公表しているか。

Ａ

音楽学部の教育研究目的（人材養成目
的）及び各学科の人材養成目的は『学生
要覧』に掲載し、学生、教職員に周知し
ている。
大学公式サイトにも、音楽学部の教育研
究目的（人材養成目的）及び音楽芸術学
科の人材養成目的を掲載し、社会への周
知を図っている。
受験生に対しては、『入学案内』に掲載
するとともに、オープンキャンパス等に
おいて重ねて周知を図り、理念・目的の
理解向上に努めている。
【大学公式サイト】
https://www.ferris.ac.jp/academics/p
urpose/

103

大学の理念・目的、各学
部・研究科における目的等
を実現していくため、大学
として将来を見据えた中・
長期の計画その他の諸施策
を設定しているか。

Ａ
（1）将来を見据えた中・長期の計
画その他諸施策は設定されている
か。

Ａ

中期計画「21-25 PLAN」において、音楽
学部・音楽研究科の事業を策定し、各学
科、研究科の将来計画を実現するための
教学改革プロジェクトに取り組んだ。

・中・長期の計画その他の諸施策は、ど
のような内容か。
・上記の計画、施策等は、組織、財政等
の資源の裏付けを伴うなど、理念・目的
の達成に向けて、具体的かつ実現可能な
内容になっているか。

■中・長期計画、アクションプラン、具
体的施策等
・フェリス女学院中期計画2021-2025
（2020年度版）
・フェリス女学院中期計画2021-2025
（2021年度版）
・大学公式サイト　大学グランドデザイ
ン『Ferris Univ. 2030』

■寄附行為又は定款
・学校法人フェリス女学院寄附行為

■学則、大学院学則又は教育研究上の目
的を規定したその他の規程
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則

■大学、学部・研究科を紹介するパンフ
レット
・大学案内
・大学院案内

■大学及び学部・研究科の理念・目的を
公表しているウェブサイト
・大学公式サイト　人材養成目的及び三
つの方針（学部全体）

102

大学の理念・目的及び学
部・研究科等の目的を学則
又はこれに準ずる規則等に
適切に明示し、教職員及び
学生に周知し、社会に対し
て公表しているか。

Ａ

・理念・目的は、学則又はこれに準ずる
規則等に定められているか。
・理念・目的は、どのような方法によっ
て教職員及び学生に周知され、また、社
会に対して公表されているか。
・上記の周知・公表において、媒体や表
現の工夫等により、情報の得やすさや理
解しやすさに配慮されているか

１ 大学の理念・目的の公表
・大学の理念・目的を刊行物、ホーム
ページ等のいずれの方法によっても公表
していない場合は、是正勧告として指摘
する。

２ 学部・研究科等における教育研究上
の目的の学則等への規定及び公表
・教育研究上の目的を設定していない場
合は、是正勧告として指摘する。
・教育研究上の目的を設定しているが、
これを学則等に規定していない場合は、
改善課題として指摘する。
・研究科において、修士課程・博士課
程・専門職学位課程で教育研究上の目的
を同一としている場合、それらはそれぞ
れ別のほうがより望ましいため、概評に
おいて上記課程ごとの目的の設定が望ま
れる旨を記述する。
・教育研究上の目的を刊行物、ホーム
ページ等のいずれの方法によっても公表
していない場合は、是正勧告として指摘
する。

大学基準1　理念・目的

大学は、自ら掲げる理念に基づき、人材育成の目的その他の教育研究上の目的を適切に設定し公表するとともに、それを実現するために将来を見据えた中・長期の計画そのたの諸施策を
明確にしなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。
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大学の理念・目的を適切に
設定しているか。また、そ
れを踏まえ、学部・研究科
の目的を適切に設定してい
るか。

Ａ

・大学として掲げる理念は、どのような
内容か。
・教育研究活動等の諸活動を方向付ける
大学としての目的及び学部・研究科にお
ける教育研究上の目的は、どのような内
容か。
・上記の学部・研究科の目的は、大学の
理念・目的と連関しているか。
・上記の大学及び学部・研究科の目的
は、高等教育機関としてふさわしいもの
であり、かつ個性や特徴が示されている
か。



 2023年度自己点検・評価シート
（音楽学部）

基準3（音楽学部)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）大学の理念・目的と学部（学科ま
たは課程）構成及び研究科（研究科ま
たは専攻）構成は適合しているか。

Ａ

音楽学部は、本学の目的及び使命に基
づき、「音楽の領域を中心とした高度
の教育研究を行い、現代文化に対する
理解を深めることにより、社会に積極
的にかかわる、創造性豊かな人材を養
成する」ことを教育研究目的（人材養
成目的）として定め、これを実現する
ため、音楽芸学科、演奏学科（※2019
年度より学生募集停止、音楽芸術学科
に改組統合）を設置している。

■附置研究所、センターその他の組織等の設
置趣旨や活動内容が分かる資料
・全学教養教育機構（CLA)規程
・キリスト教研究所規程
・附属図書館規程
・教職センター規程
・情報センター規程
・学生支援センター規程
・国際センター規程
・言語センター規程
・宗教センター規程
・ボランティアセンター規程
・ジェンダースタディーズセンター規程
・学修サポートセンター規程

（2）大学の理念・目的と附置研究所、
センター等の組織は適合しているか。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表1）組織・設備等
（教育研究組織）

（3）教職課程等を置く場合における全
学的な実施組織の適切性

（4）教育研究組織は学問の動向、社会
的要請、大学を取り巻く国際的環境等
に適切に配慮しているか。

Ａ

中期計画「21-25 PLAN」において、音
楽芸術学科の将来計画、人材養成目的
を実現するための教学改革に取り組ん
でいる。中期計画は毎年、事業の経過
とその成果を検証する機会を設けてお
り、その作業をとおして、学問の動
向、社会的要請、大学を取りまく環境
等の観点から、各学科のカリキュラ
ム・組織体制について確認している。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

教育研究組織の適切性について、音楽
学部では、2024年度第２回音楽学部主
任等会議（2024年４月26日開催）及び
2024年度第3回音楽学部教授会（2024年
6月5日開催）において、点検・評価項
目に従って、「2023年度自己点検・評
価シート（大学基準3）」の記載内容を
もとに点検・評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

・教育研究組織の構成に関する自己点
検・評価は、どのように行われている
か（基準、体制、方法、プロセス
等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づ
き、教育研究組織の改善・向上に向け
た取り組みは、どのように行われてい
るか（組織の設置・改編、センターに
おける新規事業の導入等）。

302

教育研究組織の適切性につい
て定期的に点検・評価を行っ
ているか。また、その結果を
もとに改善・向上に向けた取
り組みを行っているか。

Ａ

≪参考≫
■学部・研究科構成、附置研究所等の
役割等の適切性を検証したことを示す
各種委員会、全学内部質保証推進組織
等に関する資料、改善・向上に向けて
取り組んだことが分かる資料などが考
えられます。
・自己点検・評価シート

大学基準3　教育研究組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、教育研究組織を適切に整備しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

301

大学の理念・目的に照らし
て、学部・研究科、附置研究
所、センターその他の組織の
設置状況は適切であるか。

Ａ

・大学の理念・目的を踏まえ、また、
学問の動向や社会的要請等に配慮した
うえで、教育研究組織（学部・研究科
や附置研究所、センター等）はどのよ
うに構成されているか。



 2023年度自己点検・評価シート
（音楽学部）

基準4（音楽学部）

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④特に効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

401
授与する学位ごとに、学位授与
方針を定め、公表しているか。 Ａ

（1）課程修了にあたって、学生が修得
することが求められる知識・技能・態度
等、当該学位にふさわしい学習成果を明
示した学位授与方針を適切に設定し（授
与する学位ごと）公表しているか。

Ａ
■学生要覧、大学公式webサイトに各学
科のディプロマ・ポリシーとして明記し
ている。【学生要覧、大学公式webサイ
ト】

・学位授与方針は、原則として、授与す
る学位ごとに設定されているか。
・上記の方針は、修得すべき知識、技
能、態度等の学習成果が明確に示され、
授与する学位にふさわしい内容となって
いるか。
・上記の方針は、どのような方法によっ
て公表されているか。
・上記の方針の公表において、媒体や表
現の工夫等により、情報の得やすさや理
解しやすさに配慮されているか。

７ 学位授与方針及び教育課程の編成・
実施方針の公表
・ 学位授与方針及び教育課程の編成・
実施方針を設定していない場合は、是正
勧告として指摘する。
※ 学位授与方針及び教育課程の編成・
実施方針は、原則として授与する学位ご
と（分野と学位課程種）に設定すること
が求められる。
※ ただし、学位授与方針及び教育課程
の編成・実施方針の設定が、学部・学
科、研究科・専攻ごとなどであっても、
内容が当該学部・学科、研究科・専攻等
が授与する学位に即したものであれば、
ただちに提言の対象とはしない。

・ 学位授与方針に、修得すべき知識、
技能、能力など当該学位にふさわしい学
習成果を示していない場合は、改善課題
として指摘する。
※ 学位授与方針に、卒業要件、修了要
件が含まれていない場合であっても、別
途示していれば問題としない（概評にも
記述しない）。
※ 学位授与方針、教育課程の編成・実
施方針及び学生の受け入れ方針が、内容
において一貫していないと判断される場
合は、基準２の概評で指摘する（問題の
程度によっては、改善課題 又は是正勧
告を付すことも可）。

■学位授与方針を公表しているウェブサ
イト
・大学公式サイト　人材養成目的及び三
つの方針（学部全体）
・大学公式サイト　英語英米文学科の人
材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　日本語日本文学科の
人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　コミュニケーション
学科の人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　音楽芸術学科の人材
養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　演奏学科の人材養成
目的及び三つの方針
・大学公式サイト　国際交流学科の人材
養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　英語英米文学専攻の
人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　日本語日本文学専攻
の人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　コミュニケーション
学専攻の人材養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　音楽芸術専攻の人材
養成目的及び三つの方針
・大学公式サイト　演奏専攻の人材養成
目的及び三つの方針
・大学公式サイト　国際交流専攻の人材
養成目的及び三つの方針

（1）下記内容を備えた教育課程の編
成・実施方針を設定し公表しているか。
（授与する学位ごと）
・教育課程の体系、教育内容
・教育課程を構成する授業科目区分、授
業形態等

Ａ

■学生要覧、大学公式webサイトに各学
科のカリキュラム・ポリシーとして明記
している。【学生要覧、大学公式webサ
イト】

■教育課程の編成・実施方針を公表して
いる・大学公式サイト
※401の根拠資料「学位授与方針」と同
じページ

（2）教育課程の編成・実施方針と学位
授与方針とは適切な連関性があるか。 Ａ

■カリキュラム・マップ及びシラバスに
おける各科目の到達目標という形で連関
性を持たせている。【学生要覧、シラバ
ス】

403

教育課程の編成・実施方針に基
づき、各学位課程にふさわしい
授業科目を開設し、教育課程を
体系的に編成しているか。

Ａ

（1）各学部・研究科において適切に教
育課程を編成するための措置を講じてい
るか。
・教育課程の編成・実施方針と教育課程
の整合性
・教育課程の編成にあたっての順次性・
体系性への配慮
・授業期間の適切な設定
・単位制度の趣旨に沿った単位の設定
・個々の授業科目の内容・方法
・授業科目の位置づけ（必修、選択等）
 ・各学位課程にふさわしい教育内容の
設定
 ・初年次教育、高大接続への配慮
（【学士】【学専】）
 ・教養教育と専門教育の適切な配置
（【学士】）
 ・コースワークとリサーチワークを適
切に組み合わせた教育への配慮等（【修
士】【博士】）

Ａ

■カリキュラム・ポリシーに基づき、毎
年度科目の改廃を実施している。
■科目の改廃にあたっては科目設置の目
的、内容・授業方法の概要、科目区分、
単位数、履修年次、ナンバリングを明記
した資料により大学教務委員会で審議す
る。【大学教務委員会資料】
■一年間の授業期間における定期試験等
の方法の多様化等から大学設置基準が改
正されたため、それに沿って、次年度に
向けて大学学則を改正した。【大学学
則】
■導入教育科目（「基礎演習」）を設け
初年次教育、高大接続を行っている。
【開講科目表、学生要覧】

・全学的に見て、学部・研究科の教育課
程は、どのように編成されているか。
※ その根拠として、下記の実際の状況
も確認する。
‧ 教育課程の編成・実施方針と教育課程
の整合性
‧ 当該学部・研究科の教育研究上の目的
や課程修了時の学習成果と、各授業科目
との関係の明確性
‧ 専門分野の学問の体系を考慮した教育
課程編成
‧ 学習の順次性に配慮した各授業科目の
年次・学期配当

・各学部・研究科における教育課程の編
成について、全学内部質保証推進組織等
の全学的な組織はどのように運営・支援
し、その適切性を担保しているか。

■履修要項、シラバス
※

・学生要覧
・大学院要覧
・シラバス検索画面

≪参考≫
■教育課程の体系性を示す資料として
は、カリキュラム・マップ、学協会等が
定めるモデルカリキュラムとの関係性を

示した資料などが考えられます。
※

≪参考≫
■当該学位課程に相応しい内容であるこ
とを示す資料としては、学外者による評
価結果など、教育課程の適切性を第三者

的に示す資料などが考えられます。
※

・ 教育課程の編成・実施方針に、教育
課程の編成に関する基本的な考え方又は
実施に関する基本的な考え方のうち、い
ずれか一方が示されていない場合は、改
善課題として指摘する。
・ 学位授与方針及び教育課程の編成・
実施方針を刊行物、ホームページ等のい
ずれの方法によっても公表していない場
合は、是正勧告として指摘する。

大学基準4　教育課程・学習成果

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を定め、公表しなければならない。また、教育課程の編成・実施方針に則して、十分な教育上の
成果を上げるための教育内容を備えた体系的な教育課程を編成するとともに、効果的な教育を行うための様々な措置を講じ、学位授与を適切に行わなければならない。さらに、学位授与方針に
示した学習成果の修得状況を把握し評価しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

402
授与する学位ごとに、教育課程
の編成・実施方針を定め、公表
しているか。

Ａ

・教育課程の編成・実施方針は、原則と
して、授与する学位ごとに設定されてい
るか。
・上記の方針は、教育課程の体系、教育
内容、教育課程を構成する授業科目区
分、授業形態など、教育についての基本
的な考え方が明確に示されているか。
・上記の方針は、学位授与方針に整合し
ているか。
・上記の方針は、どのような方法によっ
て公表されているか。
・上記の方針の公表において、媒体や表
現の工夫等により、情報の得やすさや理
解しやすさに配慮されているか。



基準4（音楽学部）

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④特に効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

403 （つづき） Ａ
（2）学生の社会的及び職業的自立を図
るために必要な能力を育成する教育を適
切に実施しているか。

Ａ

■各学科専門科目の大部分が他学科学生
履修可能となっており、学生は幅広く教
養、技能を修得することが可能となって
いる。【学生要覧】
■全学教養教育機構のCLAコア科目では
社会と仕事を学ぶ「キャリア形成の理解
１，２」「キャリア系の知識を深める
１，２，３」「社会人基礎力の取得と実
践１，２」「キャリア実習（短期イン
ターンシップ、長期インターンシップ」
を開講しいている。また専門科目では
「音楽ビジネス」「音楽起業ワーク
ショップ」「英語で音楽ビジネス」を開
講している。【学生要覧、開講科目表】

■授業期間、単位計算及び履修登録単位
の上限を定めた学則等の資料
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則
・学生要覧
・大学院要覧

■履修要項、シラバス※
・学生要覧
・大学院要覧
・シラバス検索画面

＜修士課程、博士課程＞
■研究指導の内容・方法、年間スケ

ジュールを示した資料
※

・大学院要覧

≪参考≫
■学生の学習の活性化を図る取り組みを
示す資料として、学生の能動的参加を促
す授業方法、学習支援ツールや履修指導
等のガイダンス資料などが考えられま
す。また、その効果を示す資料として、
授業時間外における学習時間の状況に関

する資料などが考えられます。
※

・大学公式サイト「シラバス」
https://www.ferris.ac.jp/departments
/syllabus/
・学修行動調査結果

404
学生の学習を活性化し、効果的
に教育を行うための様々な措置
を講じているか。

Ａ

（1）各学部・研究科において授業内外
の学生の学習を活性化し、効果的に教育
を行うための措置を講じているか。
・各学位課程の特性に応じた単位の実質
化を図るための措置（１年間又は学期ご
との登録単位数の上限設定等）
・シラバスの内容（授業の目的、到達目
標、学習成果の指標、授業内容・方法、
授業計画、授業準備のための指示、成績
評価方法・基準等の明示）及び実施（授
業内容とシラバスとの整合性の確保等）
・授業の内容、方法等を変更する場合に
おける適切なシラバス改訂と学生への周
知
・学生の主体的参加を促す授業形態、授
業内容及び授業方法（教員・学生間や学
生同士のコミュニケーション機会の確
保、グループ活動の活用等）
・学習の進捗と学生の理解度の確認
・授業の履修に関する指導、その他効果
的な学習のための指導
・授業外学習に資する適切なフィード
バックや、量的・質的に適当な学習課題
の提示
＜学士課程＞
・授業形態に配慮した１授業あたりの学
生数
＜学士課程＞
・適切な履修指導の実施
＜修士課程・博士課程＞
・研究指導計画（研究指導の内容・方
法、年間スケジュール）の明示とそれに
基づく研究指導の実施

Ａ

■1学期の登録単位数の上限を24単位と
するCAP制度を設けている。【学生要
覧】
■授業及び授業外に必要な学生の学習を
活性化するため、シラバスにおいて参考
資料の提示、授業外学修の指示を行って
いる。
■シラバスは各科目担当部署において確
認をし、カリキュラムとの整合性を担保
している。【「2023年度開講科目のシラ
バス点検について（依頼）」 2023年2月
13日発信

■教員向けの「シラバス（授業計画）作
成要領」において、原則としてシラバス
公開後の変更はできないこととしてい
る。学生には履修登録をする前に、必ず
シラバスを確認するように周知してい
る。シラバスにはフィードバックの方法
を記入することとして、教員・学生間の
コミュニケーション機会を確保してい
る。また、最終的に目的・目標が達成で
きるよう進捗状況や理解度、授業期間中
の授業アンケート等を確認しながら授業
計画や方法等を適宜見直すことが重要で
ある旨周知している。なお、授業外学習
を促す手がかりとするため、シラバスに
おける「テキスト」もしくは「参考資
料」のいずれか一方は必ず記載すること
としており、履修者の自発的な取り組み
のために必ず具体的な資料名を指示する
こととしている。
■履修登録前～履修登録期間中に各科目
責任者による履修相談及びアカデミッ
ク・アドバイザーによる面談の機会があ
り、履修や学習のための指導の機会を担
保している。
■演習、実習、ワークショップ等の授業
形態では学科選抜、初回授業時選抜、要
手続、履修者選抜といった手段で適切な
履修数としている【開講科目表】
■講義科目においても履修者数が200名
を超えた科目は、教育効果の観点から次
年度において120名に制限している。
【開講科目表、大学教務委員会資料】

・全学的に見て、学生の学習を活性化
し、効果的に教育を行うための措置とし
て、どのような方法が取られているか。
※ その根拠として、下記の実際の状況
も確認する。
‧ 教育課程の編成・実施方針と教育方法
の整合性
‧ 当該学部・研究科の教育研究上の目的
や課程修了時に求める学習成果に応じた
授業形態、授業方法の採用とその実施
‧ 1授業当たりの適切な学生数の設定と
運用
‧ シラバスの作成と活用
‧ 履修指導
‧ 単位の実質化（単位制度の趣旨に沿っ
た学習時間、学習内容の確保）を図る措
置

・各学部・研究科における教育方法の導
入、教育の実施について、全学内部質保
証推進組織等の全学的な組織は、どのよ
うに運営・支援し、その適切性を担保し
ているか。

８ 履修登録単位数の上限設定（学士課
程）
・ 単位の実質化を図る措置が不十分な
場合は、改善課題として指摘する（すべ
ての学位課程）。
※ 単位の実質化を図る措置としては、
教育課程上の配慮、成績評価の厳格性の
確保、授業時間外に必要な学習の促進等
の取り組みのほか、学士課程に関しては
履修登録単位の上限設定（年間50 単位
未満で設定していることを目安とする）
が該当する。
※ 履修登録単位の上限を設定していて
も、一部の科目を対象外としており、こ
れらを含めると実態として上記の目安を
超えて履修している学生が相当数いる場
合は、単位の実質化を図るその他の措置
が十分かを確認したうえで、問題があれ
ば改善課題として指摘する。
※ 卒業予定年次の学生等を対象に履修
登録単位数の上限を設けない、あるいは
設けても弾力的措置をとっている場合も
ありうるが、これらについても例外とせ
ずに、単位の実質化を図る措置を十分に
見極めたうえで、問題があれば、改善課
題として指摘する。

※ 単位の実質化を図る措置のうち履修
登録単位の上限設定は主要なものと考え
られるが、その実施を一律には求めな
い。
※ 以下の場合は、これに該当する学生
数が適正な範囲であるかなど、制度の運
用実態に十分な注意を払う必要がある。
① 大学設置基準第27 条の２第２項又は
専門職大学設置基準第23条第2項の規定
に基づき、成績優秀者に対して履修登録
単位数の上限を緩和又は適用外としてい
る場合。
② その他学内の規定に基づき学部長や
学科長等による許可のもと履修登録単位
数の上限を緩和又は適用外としている場
合。
※ 履修登録単位数の上限設定について
は、編入学生に対する場合も同様とす
る。

９ １学期の授業期間と単位計算
・ 授業期間が必ずしも15 週である必要
はない。ただし、授業における学生の学
習時間が十分に確保されていない場合
は、改善課題として指摘する。
・ 単位計算が不適切である場合は、是
正勧告として指摘する。



基準4（音楽学部）

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④特に効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）成績評価及び単位認定を適切に行
うための措置を講じているか。
・単位制度の趣旨に基づく単位認定
・既修得単位の適切な認定
・成績評価の客観性・厳格性を担保する
ための措置
・卒業・修了要件の明示

Ａ

■編入学者の既修得単位については、2
年次編入については30単位以上、3年次
編入については62単位以上を編入学前大
学で修得していることを編入学の条件と
し、編入学時には成績証明書で確認のう
え、前者については30単位、後者につい
ては62単位を認定している。いずれの場
合においても本学の建学の精神を具現化
したキリスト教科目区分としては認定せ
ず、本学における修得を課している。
【大学学則、学生要覧】
■編入学者以外の者についての既修得単
位については、自由選択科目区分とし
て、他の単位認定と合わせて60単位まで
を認定可としている。【大学学則、学生
要覧】
■大学が非常時と判断するコロナ禍の遠
隔授業対応が終了することに伴い、2023
年度より大学学則において遠隔授業の実
施要件を定め、遠隔授業により修得した
単位は、60単位を上限に卒業に必要な単
位として算入することをとした。【大学
学則】
■成績評価基準は学生要覧に定め、各科
目での具体的成績評価については、シラ
バスの「到達目標」「成績評価基準」
「成績評価方法」に明記している。【学
生要覧、シラバス】
■また学士課程においては成績評価のガ
イドラインを定め、S,A評価の上限を50%
までとしている【学生要覧】
■卒業・修了要件は、学生要覧に明記し
ている。【学生要覧】

（2）学位授与を適切に行うための措置
を講じているか。
・学位論文審査がある場合、学位論文審
査基準の明示
・学位審査及び修了認定の客観性・厳格
性を確保するための措置
・学位授与に係る責任体制及び手続の明
示
・適切な学位授与

（1）各学位課程の分野の特性に応じた
学習成果を測定するための指標を適切に
設定しているか。（特に専門的な職業と
の関連性が強いものにあっては、当該職
業を担うのに必要な能力の修得状況を適
切に把握できるもの。）

Ａ
■学士課程を通じた統合的な科目として
卒業論文等を必修として課し、課程を通
じた成果を測定している。

（2）学位授与方針に明示した学生の学
習成果を把握・評価するための方法を開
発しているか。
≪学習成果の測定方法例≫
・アセスメント・テスト
・ルーブリックを活用した測定
・学習成果の測定を目的とした学生調査
・卒業生、就職先への意見聴取

Ａ

■成績、GPAによって学修成果を把握し
ている。
■成績以外の手段として2,4年次生を対
象とした学修行動調査を毎年度実施して
いる。
■１,３年次生に対しては、2023年度か
ら外部アセスメントテスト（GPS-
Academic）を導入した。学生の学習成果
を客観的に把握するとともに、他大学と
の比較も行い本学の強み、弱みを把握し
ている。
■「卒業プロジェクト」においてルーブ
リックを活用し学習成果を測定している
が、学位授与方針に示した学習成果の測
定が不十分であることから、外部アセス
メント・テストをディプロマサプリメン
トとして活用するため、卒業年次生への
実施についても検討することを確認し
た。

≪参考≫
■卒業生調査の調査票やルーブリックな
ど、学習成果の把握に用いている資料、
その運用が分かる資料などが考えられま

す。
※

・学修行動調査結果
・授業アンケート結果
・卒業生アンケート結果

≪参考≫
■学習成果を把握し評価する学内組織に
関する資料など、学習成果の把握・評価
にあたる体制が分かる資料などが考えら

れます。
※

・大学FD委員会記録
・大学教務委員会記録
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成績評価、単位認定及び学位授
与を適切に行っているか。 Ａ

・全学的に見て、学部・研究科における
成績評価、単位認定及び学位授与は、ど
のように行われているか。
※ その根拠として、下記の実際の状況
も確認する。
‧ 厳正かつ適正な成績評価及び単位認定
の実施
‧ 既修得単位等の適切な認定
‧ 学位授与における実施手続及び体制の
明確性

・各学部・研究科における成績評価、単
位認定及び学位授与について、全学内部
質保証推進組織等の全学的な組織はどの
ように運営・支援し、その適切性を担保
しているか。

10 卒業・修了要件の設定及び明示
・ 卒業・修了の要件を明確にし、刊行
物、ホームページ等のいずれの方法に
よっても、あらかじめ学生に明示してい
ない場合は、是正勧告として指摘する。
・ 既修得単位として認定する単位数の
上限が、設置基準で認められている数を
超えている場合は、是正勧告として指摘
する。

11 研究指導計画及び学位論文審査基準
の明示（修士・博士課程）
・ 各研究科の学位課程ごとに、研究指
導の方法やスケジュールをあらかじめ定
めていない場合は、是正勧告として指摘
する。
・ 上記の内容を刊行物、ホームページ
等のいずれの方法によっても、あらかじ
め学生に明示していない場合は、改善課
題として指摘する。
・ 各研究科の学位課程ごとに、学位論
文や特定の課題についての研究の成果の
審査基準をを 刊行物、ホームページ等
のいずれの方法によっても 公表してい
ない場合は、是正勧告として指摘する。
・審査基準を公表していても文書等 に
よってあらかじめ学生に明示していない
場合は、改善課題として指摘する。

■卒業・修了の基準、判定方法、体制等
を明らかにした規程類
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則
・学位規則
・学生要覧
・大学院要覧

■履修要項など成績評価方法、基準をあ

らかじめ学生が理解するための資料
※

・学生要覧
・大学院要覧

■履修要項など卒業要件、修了要件をあ

らかじめ学生が理解するための資料
※

・学生要覧
・大学院要覧

≪参考≫
■成績評価の適正な実施を示す資料とし
て、成績評価基準に関する教員間の申し
合わせやその運用事実が分かる資料など

が考えられます。
※

＜修士課程、博士課程＞
■学位論文審査基準を学生に示している

資料
※

・大学院要覧
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学位授与方針に明示した学生の
学習成果を適切に把握及び評価
しているか。

Ａ

・全学的に見て、学位授与方針に示した
学生の学習成果は、どのような方法で測
定されているか。
※ その根拠として、下記の実際の状況
も確認する。
‧ 専門分野の性質、学生に求める学習成
果の内容に応じた把握・評価の方法や指
標の導入と運用
‧ 当該職業を担うのに必要な能力の修得
状況の把握（特に専門的な職業との関連
性が強い教育課程の場合）
・学習成果を測定するにあたり、全学内
部質保証推進組織等の全学的な組織は、
どのように運営・支援しているか。

●【基準４】学位授与方針に定めた学習
成果の測定
・ 学習成果の測定方法が決まっておら
ず、検討もしていない場合は、是正勧告
として指摘する。
・ 検討は始まっているが、まだ学習成
果の測定方法は決められていない、又
は、学位授与方針に示した学習成果と測
定方法の関係性が不明瞭で、多角的かつ
適切に学習成果を測定しているとは言え
ない場合は、改善課題として指摘する。
※ 測定方法の検討がある程度進んでお
り、近い将来成果を測定できることが見
込める場合は、提言を付さず概評でその
実行を促す。



基準4（音楽学部）

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④特に効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。
・学習成果の測定結果の適切な活用

Ａ

所管部門からの検証資料を受け、音楽学
部としては、主任等会議メンバーでの確
認を行った上で、2024年度第3回音楽学
部教授会（2024年6月5日開催）におい
て、「2023年度自己点検・評価シート大
学基準4）」の記載内容をもとに教育課
程及びその内容、方法の適切性について
点検・評価を行った。

・教育課程及びその内容、方法の自己点
検・評価は、どのように行われているか
（基準、体制、方法、プロセス等）。

（2）学習成果の測定結果を適切に活用
しているか。 Ａ

■特定科目の修得状況、GPA等の学修成
果をを用いて３，４年次必修ゼミ科目ク
ラス選抜に活用している。【各学科ゼミ
募集資料】
■特に英語科目においてはプレイスメン
ト・テストの結果によりレベル別のクラ
ス分けをおこなっている。【英語教育運
営委員会資料】
■学修行動調査の結果を各科目所管部署
でのカリキュラム改革の検討材料として
利用している。【大学FD委員会資料】

（3）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

■教員は授業アンケートの結果を確認
し、各担当授業の改善、学生への応答を
各授業内で行うとともに、これを授業改
善計画という形で学内に公表している。
【大学FD委員会資料】
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教育課程及びその内容、方法の
適切性について定期的に点検・
評価を行っているか。また、そ
の結果をもとに改善・向上に向
けた取り組みを行っているか。

Ａ

≪参考≫
■学習実態の把握とそれに基づく改善・
向上の取り組みを示す資料や、教授会や
教育の運用にあたる各種委員会、全学内
部質保証推進組織等の活動が分かる資料

などが考えられます。
※

・大学FD委員会記録
・大学教務委員会記録
・全学教養教育機構会議記録
・自己点検・評価シート

・上記の自己点検・評価結果に基づき、
教育課程及びその内容、方法の改善・向
上に向けた取り組みは、どのように行わ
れているか。
・上記において、学習成果の測定結果
は、教育課程及びその内容、方法の改善
にどのように活用されているか。



 2023年度自己点検・評価シート
（音楽学部）

基準５（音楽学部）

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④特に効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）学位授与方針及び教育課程の編
成・実施方針を踏まえた学生の受け入
れ方針の適切な設定及び公表がされて
いるか。

Ａ

ディプロマ・ポリシー、カリキュラ
ム・ポリシーを踏まえた学生の受け入
れ方針を設定し、本学公式サイト及び
学生募集要項にて公表を行っている。

（2）下記内容を踏まえた学生の受け入
れ方針を設定しているか。
・入学前の学習歴・学力水準・能力等
の求める学生像
・入学希望者に求める水準等の判定方
法

Ａ

学生の受け入れ方針においては、学部
が受験生に対して入学前に求める水準
や意欲・学生像について記し、各入学
試験で評価・確認する点を明記してい
る。また、上記については、受験生が
理解しやすいよう平易に表現した入試
ガイドを発行したり、各種入試広報媒
体に本学公式サイトのURLを公表するな
ど、より情報にアクセスしやすい状況
に配慮している。

（1）学生の受け入れ方針に基づく学生
募集方法及び入学者選抜制度を適切に
設定しているか。

Ａ

学生の受け入れ方針に基づいた学生の
募集方法を設定し、学部入試委員会及
び入試MM委員会・学部教授会にて検
討・審議を行っている。

■入学試験要項※

（一般入試・共通テスト利用入試、秋
期特別入試・公募制推薦入試・帰国生
徒入試・社会人入試、指定校推薦入
試、留学生入試、編入学試験、大学院
入試）

（2）授業その他の費用や経済的支援に
関する情報提供を行っているか。 Ａ

本学公式サイトに公表されており、受
験生応援サイトでも「よくある質問」
として情報提供を行っている。その他
同様の内容を大学案内パンフレットに
も掲載している。

（3）入試委員会等、責任所在を明確に
した入学者選抜実施のための体制を適
切に整備しているか。

Ａ

入学者選抜に関わる事項は学部入試委
員会にて議論されている。入学者選抜
の合否を決定する際は、学部において
開催される合格者原案作成委員会の議
を経て教授会で審議を行っている。

（4）公正な入学者選抜を実施している
か。
・オンラインによる入学者選抜を行う
場合における公正な実施

Ｃ

入学者選抜は、学内諸規程及び関連委
員会での審議に基づいて、上記の運営
体制にて公正に実施している。3月に追
加した入試において、周知期間が限定
されたことや入学者選抜実施要項に照
らして学生募集要項の公表日が逸脱し
ていることは一部公平性を欠いてい
る。

（5）入学を希望する者への合理的な配
慮に基づく公平な入学者選抜を実施し
ているか。
・オンラインによって入学者選抜を行
う場合における公平な受験機会の確保
（受験者の通信状況の顧慮等）

Ａ

本学公式サイトに「受験上の配慮等」
として受験時及び入学後の生活につい
て事前に相談を受けつける体制を公表
しており、相談内容に応じて学内関係
部署と協議の上、合理的な配慮に基づ
く公平な入学者選抜を実施している。

12 学生の受け入れ方針の公表
・ 学生の受け入れ方針を設定していな
い場合は、是正勧告として指摘する。
※ 学生の受け入れ方針は、学位授与方
針、教育課程の編成・実施方針との一
貫性が明確であれば、必ずしも授与す
る学位の分野ごとに設定されていなく
てもよい。ただし、異なる学位課程
（学士課程・修士課程・博士課程・専
門職学位課程）で同一の方針とするこ
とはできない。

・ 学生の受け入れ方針を刊行物、ホー
ムページ等のいずれの方法によっても
公表していない場合は、是正勧告とし
て指摘する。
・ 学生の受け入れ方針に、求める学生
像を示していない場合は、改善課題と
して指摘する。
※ 学生の受け入れ方針に、入学前の学
習歴、学力水準、能力が含まれていな
い場合であっても、提言せずに概評で
指摘する。

■入学試験要項※

（一般入試・共通テスト利用入試、秋
期特別入試・公募制推薦入試・帰国生
徒入試・社会人入試、指定校推薦入
試、留学生入試、編入学試験、大学院
入試）

■学生の受け入れ方針を公表している
ウェブサイト
・大学公式サイト　人材養成目的及び
三つの方針（学部全体）
・大学公式サイト　各学科の人材養成
目的及び三つの方針
・大学公式サイト　大学院各専攻の人
材養成目的及び三つの方針
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学生の受け入れ方針に基づ
き、学生募集及び入学者選抜
の制度や体制を適切に整備
し、入学者選抜を公正に実施
しているか。

Ａ

・入学者選抜は、学生の受け入れ方針
に沿って、どのように制度化されてい
るか。
・授業その他の費用や経済的支援に関
する情報提供はどのように行われてい
るか。＜2020年3月追加項目＞
・入学者選抜の運営体制は、どのよう
に整備されているか。
・上記の運営体制のもと、入学者選抜
は公正に実施されているか。
・入学者選抜の結果、方針に沿った学
生を受け入れているか。

■入学者選抜に係る規程
・大学入試委員会規程
・入試ＭＭ委員会規程
・文学部入試委員会規程
・音楽学部入試委員会規程
・国際交流学部入試委員会規程

大学基準5 学生の受け入れ

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、学生の受け入れ方針を定め、公表するとともに、その方針に沿って学生の受け入れを公正に行わなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。
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学生の受け入れ方針を定め、
公表しているか。 Ａ

・学生の受け入れ方針は、少なくとも
学位課程ごと（学士課程・修士課程・
博士課程・専門職学位課程）に設定さ
れているか。
・上記の方針には、入学前の学習歴、
学力水準、能力等の求める学生像や、
入学希望者に求める水準等の判定方法
が明確に示されているか。
・上記の方針は、学位授与方針及び教
育課程の編成・実施方針に整合してい
るか。
・上記の方針は、どのような方法に
よって公表されているか。
・上記の方針の公表において、媒体や
表現の工夫等により、情報の得やすさ
や理解しやすさに配慮されているか。



基準５（音楽学部）

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④特に効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を行っているか。 Ａ

学生の受け入れの適切性について、
2024年度第1回入試MM委員会（2024年5
月15日開催）で提供される前年度入試
データや各種企画実施報告資料に基づ
き、結果検証を行っている。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

入試MM委員会構成員を中心に広報活動
や入試制度の見直しを都度協議してい
る。
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学生の受け入れの適切性につ
いて定期的に点検・評価を
行っているか。また、その結
果をもとに改善・向上に向け
た取り組みを行っているか。

Ａ

・学生の受け入れに関する自己点検・
評価は、どのように行われているか
（基準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づ
き、学生の受け入れの改善・向上に向
けた取り組みは、どのように行われて
いるか

≪参考≫
■入試制度・体制の改善事実を示す資
料や、学生の受け入れの適切性につい
て検証し、改善・向上に向けて取り組
んだことを示す入試委員会、全学内部
質保証推進組織等の資料などが考えら
れます。※
・自己点検・評価シート

13 定員管理
［学士課程］
・ 学部又は学科における入学定員充足
率の５年平均又は収容定員充足率が
【表１】の目安に抵触している場合
は、該当する学部又は学科を取り上げ
ながら、学士課程全体の定員管理の問
題として提言を付す。
・ 学士課程全体の収容定員充足率が
【表１】（定員超過の場合は「左記以
外の分野」の欄を適用）の目安に抵触
している場合は、上記の提言とあわせ
て該当する提言を付す。

【表1】
定員超過：
・1.25以上・・・改善課題
・1.30以上・・・是正勧告

定員未充足
・0.90未満・・・改善課題
・0.80未満・・・是正勧告

［修士・博士・専門職学位課程］
・ 研究科における収容定員充足率が、
【表３】の目安に抵触している場合
は、該当する研究科を取り上げなが
ら、大学院全体の問題として該当する
提言を付す。
【表3】
定員超過：
・2.00以上・・・改善課題

定員未充足：
・修士課程　0.50未満・・・改善課題
・博士課程　0.33未満・・・改善課題

■大学基礎データ（表２、表３）
・大学基礎データ（表2）「学生」
・大学基礎データ（表3）「学部・学
科、研究科における志願者・合格者・
入学者の推移」
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適切な定員を設定して学生の
受け入れを行うとともに、在
籍学生数を収容定員に基づき
適正に管理しているか。

（1）入学定員及び収容定員を適切に設
定した在籍学生数を適切に管理してい
るか。
＜学士課程＞
・入学定員に対する入学者数比率
＜学士課程＞
・編入学定員に対する編入学生数比率
＜学士課程＞
・収容定員に対する在籍学生数比率
＜学士課程＞
・収容定員に対する在籍学生数の過
剰・未充足に関する対応
＜修士・博士・専門職学位課程＞
・収容定員に対する在籍学生数比率

Ｂ

学士課程における在籍学生数比率及び
入学者数比率に関しては、学部と入試
部門の間で現状数値の共有を図り、適
切な数値に収まるよう管理している。
入学者数が減少傾向であることは改善
させるための検討が必要な状況であ
る。

・学士課程全体及び各学部・学科並び
に各研究科・専攻の入学者数は、入学
定員に対して適正な数となっている
か。
・学士課程全体及び各学部・学科並び
に各研究科・専攻の在籍学生数は、収
容定員に対して適正な数を維持してい
るか。
・収容定員に対し、在籍学生数が大幅
に超過している場合、どのような対策
が検討、実施されているか。
・収容定員に対し、在籍学生数が充足
していない場合、どのような対策が検
討、実施されているか。



 2023年度自己点検・評価シート
（音楽学部）

基準6（音楽学部)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④特に効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）下記内容を含む大学として求める
教員像を設定しているか。
・各学位課程における専門分野に関す
る能力、教育に対する姿勢等

Ａ

【参考】大学全体の記述
「フェリス女学院大学の教育研究活動
の方針」の中で「教員・教員組織に関
する方針」を定め、大学公式サイトに
掲載している。求める教員像について
は、「建学の精神及び教育理念を理解
し、変化する社会に対応できる資質を
有し、優れた教育力と研究能力を兼ね
備えた人材」とし、教員組織の編成に
当たっては、「長期的な計画のもと、
教員の年齢構成・ジェンダーバラン
ス・国際性等に配慮する」ことを定め
ている。また、各学位課程における専
門分野に関する能力については、「各
学部・研究科では、それぞれのディプ
ロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与
の方針）、カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の方針）にか
なった教育に必要な教員組織を目指す
とともに、少人数教育を可能にする教
員数の確保にもつとめる」としてい
る。

■大学として求める教員像、各教員の
役割、連携のあり方、教育研究に係る
責任所在等について大学としての考え

方を明らかにし学内で共有した資料※

・各学部・研究科「教員の編成方針」
（教授会資料）
・大学公式サイト　教員・教員組織に
関する方針
・大学公式サイト　各学部・研究科の
教員の編成方針

（2）各学部・研究科等の教員組織の編
制に関する方針（各教員の役割、連携
のあり方、教育研究に係る責任所在の
明確化等）を適切に明示しているか。

Ａ

「大学として求める教員像及び教員組
織の編制方針」のもと、「各学部・研
究科の教員の編成方針」を定め、大学
公式サイトで公表している。

（1）大学全体及び学部・研究科等ごと
の基幹教員・専任教員数は適切か。 Ａ

【2024年5月1日現在】
音楽芸術学科は、専任教員数10名、う
ち教授数６名であり、基準数（専任教
員数10名、うち教授数5名）を満たして
いる。演奏学科は2019年度より学生募
集を停止しているが、在学期間内の学
生が在籍しており、必要なカリキュラ
ムを維持できるよう教員数を整備して
いる。専任教員数３名、うち教授数３
名。なお、演奏学科の教員全員は、音
楽芸術学科との兼担である。

14 設置基準上必要専任教員数の充足
［学士課程・修士課程・博士課程・専
門職学位課程］
・ 専任教員数又は教授数が設置基準を
満たしていない場合、是正勧告として
指摘する。

■大学基礎データ（表４、表５）
・大学基礎データ（表4）「主要事業科
目の担当状況（学士課程）」
・大学基礎データ（表5）「専任教員年
齢構成」
・大学基礎データ（表1）「組織、設備
等（教員組織）」

（2）適切な教員組織編制のための措置
を講じているか。
・教員組織の編制に関する方針と教員
組織の整合性
・各学位課程の目的に即した教員配置
・国際性、男女比
・特定の範囲の年齢に偏ることのない
バランスのとれた年齢構成への配慮
・教育上主要と認められる授業科目に
おける基幹教員・専任教員の適正な配
置（専任教員については教授又は准教
授）
・研究科担当教員の資格の明確化と適
正な配置
・教員の授業担当負担への適切な配慮
・複数学部等の基幹教員を兼ねる者に
ついて、業務状況の適切性
・他大学・企業等を兼務する基幹教員
について、業務状況の適切性
・教員と職員の役割分担、それぞれの
責任の明確化と協働・連携

Ｂ

音楽芸術学科は、2019年に採用した嘱
託教員（作曲）の任期が終了するた
め、2024年度に、教育上必要と考えら
れる専任教員１名（作曲）を採用予定
であり、その人事を進めた。しかし、
男女比や国際性の配慮については、今
後検討する必要があると考えられる。

≪参考≫
■適切な教員組織編制のための取り組
みを示す資料として、授業科目と担当
教員の適合性を判断する制度及び判断
した実例を示す資料や、国際性、男女
比など教育研究上の特性を踏まえて取
り組んでいる事実を示す資料などが考

えられます。※

（3）指導補助者を活用する場合、適切
に行っているか。（資格要件、授業担
当教員との責任関係や役割の明確化、
指導計画の明確化等）

大学基準6　教員・教員組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、求める教員像や教員組織の編制方針を明確にし、それに基づく教員組織を適切に整備するとともに、絶えず教員の資質向上に取り組まなければな
らない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。
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大学の理念・目的に基づき、大
学として求める教員像や各学部･
研究科等の教員組織の編制に関
する方針を明示しているか。

Ａ

・教員組織の編制方針は、どのような
内容か。
・大学として求める教員像は、どのよ
うな内容か。
・上記の方針及び求める教員像は、ど
のように学内で共有されているか。

602

教員組織の編制に関する方針に
基づき、教育研究活動を展開す
るため、適切に教員組織を編制
しているか。

Ａ

・教員組織は、教員組織の編制方針に
沿って、どのように編制されている
か。
・教員数は各設置基準を満たし、教育
研究上必要な規模の教員組織が編制さ
れているか。
・教員組織の年齢構成に、著しい偏り
がないか。
・教育研究上の必要性を踏まえ、教員
組織は、教育と研究の成果を上げるう
えで十分
な教員で構成されているか。



基準6（音楽学部)

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④特に効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（4）学士課程における教養教育の運営
体制は適切か。 Ａ

学士課程における教養教育を運営する
組織として全学教養教育機構を設置し
ている。全学教養教育機構長は全学教
育担当副学長が担い、機構には、外国
語契約教員、語学教育担当嘱託教員、
留学生担当嘱託教員、情報センター嘱
託教員が所属する。
なお、CLAコア科目に関しては、各学部
に所属する専任教員も担当しており、
全学体制で本学における教養教育の充
実化を図っている。

（1）教員の職位（教授、准教授、助教
等）ごとの募集、採用、昇任等に関す
る基準及び手続を設定し規程を整備し
ているか。

Ａ

音楽学部に所属する教員の募集、採
用、昇任等に関する基準及び手続につ
いては、「大学専任教員任用規程」に
基づき定めた「音楽学部専任教員の任
用に関する内規」「音楽学部嘱託教員
任用規程」を整備し規定している。

■教員の募集、採用、昇任に関して定

めた規程※

・大学教員区分及び資格基準
・大学専任教員任用規程
・文学部専任教員の任用に関する内規
・音楽学部専任教員の任用に関する内
規
・国際交流学部専任教員の任用に関す
る内規
・大学特任教授規程
・大学任期付専任教員任用規程
・大学任期付専任教員任用規程施行細
則
・外国語契約教員任用規程
・語学教育担当嘱託教員任用規程
・留学生担当嘱託教員任用規程
・音楽学部嘱託教員任用規程
・情報センター担当嘱託教員任用規程
・客員教員規程
・非常勤教員任用規程
・大学院担当教員に関する内規

（2）規程に沿った教員の募集、採用、
昇任等を実施しているか。 Ａ

教員の募集、採用、昇任等に際して
は、音楽学部教授会のもとに選考委員
会または審査委員会を設置し、「大学
専任教員任用規程」「音楽学部専任教
員の任用に関する内規」「音楽学部嘱
託教員任用規程」のほか、関連諸規程
の規定に基づき選考または審査手続き
を行った後、音楽学部教授会、大学評
議会、本部諸会議の議を経て任用して
いる。

（1）ファカルティ・ディベロップメン
ト（ＦＤ）を組織的に実施している
か。

Ｂ

2023年度は、授業におけるグループ
ワークのあり方について、学内の事例
をもとにした教員からの報告と、それ
に対する質疑応答を核としたFD 勉強会
実施を実施し、専任教員と職員が参加
した。ただFD研修会は、本年度も回数
としては１回しかできていない。次年
度は活発なFD活動を実施できるよう検
討したい。

■大学としてのＦＤの考え方、実施体
制、実施状況（参加率含む）が分かる

資料※

・FD委員会規程
・文学部・人文科学研究科FD委員会規
程
・音楽学部・音楽研究科FD委員会規程
・国際交流学部・国際交流研究科FD委
員会規程
・大学公式サイト　FD活動報告書
・2021年度FD講演会・勉強会一覧

（2）教員の教育活動、研究活動、社会
活動等を評価し、その結果を活用して
いるか。

Ａ

教員の研究活動、教育活動、社会活動
については、教員の任用及び昇任の際
に評価の対象とし、その結果を重要な
資料として活用している。研究活動、
教育活動に関しては、任用及び昇任の
審査について「音楽学部専任教員の任
用に関する内規」「音楽学部教育活動
業績評価ガイドライン」において審査
基準を定めている。社会活動に関して
は、「専攻分野について優れた知識及
び経験を有すると認められる者」とし
て任用する場合に、教員となるにふさ
わしい社会における活動の実績も十分
考慮する（「音楽学部専任教員の任用
に関する内規」第11条）として任用基
準に含めている。

（3）指導補助者に対する研修を実施し
ているか。
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教員の募集、採用、昇任等を適
切に行っているか。 Ａ

・教員の募集、採用、昇任等に関わる
基準及び手続は、どのような内容か。
・教員の募集、採用、昇任等におい
て、公正性に対し、どのように配慮さ
れているか。
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ファカルティ・ディベロップメ
ント（FD）活動を組織的かつ多
面的に実施し、教員の資質向上
及び教員組織の改善・向上につ
なげているか。

15 ファカルティ・ディベロップメント
の実施
・ ファカルティ・ディベロップメント
が全く実施されていない場合は、是正
勧告として指摘する。
・ 教育改善以外に、研究活動の活性化
を図る取り組みや社会貢献等の教員に
求められる諸活動についてその資質向
上を図る取り組みがない場合は、改善
課題として指摘する。
・ 下記の３つの単位ごとに、固有の
ファカルティ・ディベロップメントが
行われていない場合は、改善課題とし
て指摘する。
① 学士課程全体又は各学部
② 修士課程・博士課程全体又は各研究
科
③ 専門職学位課程全体又は各研究科

・教員の教育能力の向上、教育課程や
授業方法の開発及び改善につなげるた
め、どのような取り組みが組織的に実
施されているか。
・教員の研究活動や社会貢献等の諸活
動の活性化や資質向上を図るために、
どのような取り組みが行われている
か。
・教育活動、研究活動等の活性化を図
る取り組みとして、教員の業績評価は
どのように位置づけられ、実施されて
いるか。

Ａ



基準6（音楽学部)

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

③現状説明 ④特に効果があがっている点 ⑤今後改善が必要な点 ＜参考＞評価者の観点 評価に係る各種指針 根拠資料

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

教員・教員組織の適切性について、
2024年度第２回音楽学部主任等会議
（2024年４月26日開催）及び2024年度
第3回音楽学部教授会（2024年6月5日開
催）において、点検・評価項目に従っ
て、「2023年度自己点検・評価シート
（大学基準6）」の記載内容をもとに点
検・評価を行った。

≪参考≫
■教員組織の適切性を検証したことを
示す各種委員会、全学内部質保証推進
組織等に関する資料、改善・向上に向
けた取り組みが分かる資料などが考え

られます。※

・自己点検・評価シート

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

605

教員組織の適切性について定期
的に点検・評価を行っている
か。また、その結果をもとに改
善・向上に向けた取り組みを
行っているか。

Ａ

・教員組織に関する自己点検・評価
は、どのように行われているか（基
準、体制、方法、プロセス等）。
・上記の自己点検・評価結果に基づ
き、教員組織の改善・向上に向けた取
り組みは、どのように行われている
か。
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